
令和７年度介護サービス情報の公表について 

 
 この制度は、介護サービスを利用しようとしている方が、適切な介護サービス事業所を選択するた

めに設けられました。介護サービス事業者は、介護保険法１１５条の３５により、介護サービス情報

を年１回以上、都道府県に報告しなければなりません。 

「２ 情報公表制度の対象事業所」に該当する事業所は、「１ 介護サービス情報の報告について」

のとおり介護サービス情報について報告してください。 
  

１ 介護サービス情報の報告について 

（１）報告方法 

  インターネット上で、介護サービス情報公表システムの報告用ページから報告してください。 

   （https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/23/） 

※１）令和７年度の報告は上記 URL より入力可能です。 

※２）ＩＤは事業所番号です。 

※３）パスワードは前回報告時（事業所でパスワードを変更された場合はそのパスワード）のも

のになります。 

パスワードを忘れた場合 

① システムログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックし、パスワードをリセットしてく

ださい。（ただし、調査票トップ画面「連絡先設定」でメールアドレスを登録していない場合はパスワード

リセットのメールを受け取れません。） 

② ①によりパスワードリセットできない場合は、愛知県高齢福祉課にメール（kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp）  

で、件名「パスワード問い合わせ」とし、本文に「事業所番号」、「事業所名」、「サービス種別」、「連 

絡先ＴＥＬ」を記載してお問い合わせください。電話での回答はできません。 

（留意事項） 

    「情報公表の担当者の連絡先設定」「緊急時の担当者の連絡先設定」についても、忘れずに記
入してください。（記入後、必ず「連絡先を保存する」をクリックしてください。） 

   ※１）災害発生時の連絡以外に、県からの重要な通知等を「緊急時の担当者の連絡先設定」に
記入したメールアドレスへ送付する場合がありますので、ご了承のうえ記入・報告してくだ
さい。（一般向けに公表されることはありません。） 

   ※２）原則、事業所のメールアドレスを記入してください。個人メールアドレスで登録され 

ますと人事異動等により連絡先が変更となった場合、通知等が事業所へ届かなくなります。 

 

（２）システムの操作方法について 

操作方法は、①報告かんたん操作ガイド、②事業所向け操作マニュアルを参照してください。 

①  https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/help/pdf/Quick_Start_Guide_5_2.pdf 
②  https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/pdf/manual_houkoku_6_5.pdf 

 

２ 情報公表制度の対象事業所について 

（１）令和６年１２月までに指定を受けた事業所で令和６年１月から令和６年１２月の介護報酬額が

１００万円を超える事業所  ※ １００万円以下の事業所は、報告不要 

 

報告期限：令和７年８月３１日（日）まで   

 

※現時点で報告が完了していない場合

は速やかに報告してください。 
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※「基本情報」及び「運営情報」の入力画面で必要事項を入力後、それぞれの画面で「記入した内容をチェックし登

録する」を押してください。最後に、「記入メニュー」に戻り「調査票を提出する」ボタンを押してください。 

   「事業所の特色」及び「都道府県独自項目」は任意項目です。 

記入メニューで基本情報及び運営情報の状況が「提出済」になれば、報告完了です。 

 

（２）令和７年１月から令和７年１２月までの新規指定事業所（みなし指定を除く） 

個別にパスワード等を郵送しますので、通知文に記載された期限まで に介護サービス情報公表

システムにより報告してください。 

※ 運営情報の入力は不要です。 

※「基本情報」に変更があった場合の修正作業は各事業所において行っていただく必要があります。 

 

３ 情報公表制度における報告対象外のサービス 

   以下に該当するサービスの事業所は、情報公表制度における報告の対象外となりますので、ご留

意ください。 

○介護予防支援 

○（介護予防）特定施設入居者生活介護（養護老人ホーム：外部サービス利用型のみ）  

○地域密着型特定施設入居者生活介護（養護老人ホームのみ）  

○（介護予防）居宅療養管理指導 ○（介護予防）短期入所療養介護（診療所のみ）  

※   みなし指定事業所（①病院・診療所における訪問看護・訪問リハ・通所リハ、②老人保健施設若しくは介護医

療院における短期入所療養介護・通所リハ・訪問リハについては、指定があったとみなされた日から１年間のみ

報告対象外であるため、“令和５年１２月までに指定があったとみなされた事業所”で令和６年１月から令和６

年１２月の介護報酬額が１００万円を超える場合は情報公表制度における報告の対象となります。 

※  
４ 情報公表調査について 

（１）調査対象事業所 

① 令和６年１月から１２月までに指定を受けた事業所で前年の介護報酬額が１００万円を超 

える事業所（受審は義務です） ※調査手数料は必要ありません。 

② 令和５年１２月までに指定を受けた事業所で調査を希望する事業所（受審は任意です） 

③ 実地指導対象事業所（①及び②の事業所を除く。）（受審は義務です） 

 （２）調査手数料 

上記②については事業者負担、①及び③は愛知県負担です。 

※ ①と②は指定調査機関の調査員が事業所を訪問し調査を実施いたしますが、後日指定調査機関から連絡

がありますので、調査日程の調整をしていただき、調査を受けてください。 

③は実地指導担当職員等が実施します。 

 

５ 調査を希望する事業所について (４(１)②の事業所のみ対象) 

調査を希望し、情報を公表する事業所については、公表システムにおい

て明示され、他の事業所と区分し公表されます。 

また、愛知県においては、指定研修機関の一般社団法人福祉評価推進事業団か

ら受審済証が発行されます。受審済証は事業所内に掲示するなどの活用をするこ

とができます。 
※ 今年度の情報公表調査申込は令和７年６月３０日（月）までで締め切りました。 
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６ 実施体制 

○ 指定調査機関（８機関） 

調査機関名 所在地 電  話 

特定非営利活動法人 

 あいち福祉アセスメント 
東海市東海町2-6-5かえでビル２Ｆ ０５２－６９３－７８９１ 

特定非営利活動法人 

 「サークル・福寿草」 
名古屋市熱田区三本松町13-19 ０５２－８７１－７４００ 

株式会社 中部評価センター 
名古屋市緑区左京山104 

加福ビル左京山１Ｆ 
０５２－６２３－７４０１ 

特定非営利活動法人 

なごみ（和）の会 
名古屋市千種区小松町5-2-5 ０５２－７３２－６６８８ 

特定非営利活動法人  

ＨＥＡＲＴ ＴＯ ＨＥＡＲＴ 
東海市養父町北堀畑 58-1 ０５６２－３６－２３５３ 

株式会社 ユニバーサルリンク 名古屋市守山区森孝三丁目1010番地 ０５２－７６８－５６１９ 

株式会社 第三者評価機構 愛知

評価調査室 
新城市黒田字大岡132－2 ０５３６－２６－２５５２ 

一般社団法人  

福祉サービス評価センター 

名古屋市中川区四女子町1丁目59-1 

-902 
０５２－３５１－８０３８ 

 

７ 問い合わせ先（問い合せ時間：平日 9：30～12:00、13:00～16:00） 

愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険指導第一グループ（情報公表担当） 

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 2号 

電話：052-954-6479、メール： kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp 

ホームページ： 介護保険情報（指導第一グループ） 

（URL https://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/） 

    愛知県 指導第一   検索  

８ 備考 
報告がない場合は、令和３年度から、以下の対応をしております。 

 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

 

介護サービス情報公表システム上で 

未掲載事業所一覧 に登録して、 

公表する。 

新年度での報告がなされない事業

所は、過年度の様式での報告（現掲

載内容）について、非公表とする。 

※  催促を受けても報告しない場合は、期間を定めた報告命令を実施。従わない場合は、事業者等の指定取り消し

又は期間を定めた指定等の効力停止処分等を行う場合があります。 

（介護保険法第 115 条の 35 第 4 項、第 6項及び第 7 項の規定による。） 

過後）        （さらに一定期間経過後） 
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改善命令及び指定取消 
指定調査機関で対応で

きないケースなどについ

ては、県が改善命令を行

う。従わない場合は指定

又は許可の取消しとな

る。 
・ 介護サービス情報の報

告をしない場合 
・ 調査を受けない場合 
・ 調査の実施を妨げる場

合（手数料を支払わな

い場合など） 
・ 虚偽の報告をした場合 

 

 

 愛知県  
② 公表対象事業所へ報告月(期限)、開設２年目の事業所に対する調査対象である旨、調査の希望の

有無の照会、公表月などを説明 
③ 公表対象事業所から介護サービス情報の報告の受理。調査手数料（平均約 24,000 円）を調査を

希望する事業所が県に支払う。 
公表すべき情報の報告 

既存：基本情報・運営情報、新規：基本情報 
○報告期限 既存：県が指定する日までに事業所が県に報告 

新規：サービス提供開始後 1 か月以内に事業所が県に報告 

④ 調査対象事業所（開設２年目、調査を希望する事業所）について調査機関へ調査委託。 
 
⑦ 調査機関から調査月の翌月 15 日までに送付がある調査結果を受理、修正。 

 
 

 
⑥ 調査員調査 
 

⑤ 調査機関が調査対象事業所と調査実施日調整 
事業所と日時を協議し調査日等を通知する。（通知内容：調査日

時，調査員等） 

愛知県 
⑧ 情 報 の 公

表、修正 
（公表内容） 
既存：基本情報， 
運営情報（報告

月の翌月末ま

で） 
新規：基本情報 
（報告月の翌月

末まで） 
 

①愛知県介護サービス情報公表計画

の公表 （目的・実施主体・実施方法等

を策定。利用者や事業者に対して、県ホー

ムページ等にて公表。） 
 

実地指導と同時に

基本情報・運営情報

の確認 

介護保険サービス事業所 
○介護サービスの種類（49 種類） 
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ

ビリテーション、通所介護、通所リハビリテー

ション、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸

与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規

模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認

知症対応型共同生活介護、複合型サービス、居

宅介護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健

施設、介護医療院 等 
○上記の事業所で計画の基準日前 1 年間の介護報

酬が 100 万円を超える事業所（基本情報・運営

情報） 
○上記種別の新規事業所（基本情報のみ） 

「介護サービス情報の公表」概念図  

指定調査機関（８機関） 
・特定非営利活動法人 あいち福祉アセスメント 
・特定非営利活動法人 「サークル・福寿草」 
・株式会社 中部評価センター 
・特定非営利活動法人 ＨＥＡＲＴ ＴＯ ＨＥＡＲＴ 
・株式会社 ユニバーサルリンク 
・特定非営利活動法人 なごみ（和）の会 
・株式会社第三者評価機構愛知評価調査室 
・一般社団法人福祉サービス評価センター 
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「介護サービス情報の公表」調査手数料 

 

○ ４６サービス（主たるサービス：●印） 
○ 主たるサービスと同類型の予防サービス等に関し複数の調査が同時に行われる場合には、当該複数

の調査を１件とする。 
 サービス種別    手数料 

調査手数料 

●訪問介護  ○夜間対応型訪問介護 

1件につき 

23,500 

●訪問入浴介護 ○介護予防訪問入浴介護 

●訪問看護 ○介護予防訪問看護 

●訪問リハビリテーション ○介護予防訪問リハビリテーション 

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

●福祉用具貸与 ○介護予防福祉用具貸与 

○特定福祉用具販売 ○特定介護予防福祉用具販売 
1件につき 

22,900 
●居宅介護支援 

●通所介護 ○地域密着型通所介護 ○療養通所介護 

○認知症対応型通所介護 ○介護予防認知症対応型通所介護 

1件につき 

24,100 

●通所リハビリテーション ○介護予防通所リハビリテーション 

●特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) 

○特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) 

○介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) 

○介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) 

○地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) 

●特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) 

○特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) 

○介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム等) 

○介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム等・外部サービス利用型) 

○地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) 

●認知症対応型共同生活介護 

○介護予防認知症対応型共同生活介護 

●小規模多機能型居宅介護 ○介護予防小規模多機能型居宅介護 

●複合型サービス 

●介護老人福祉施設  

○地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

○短期入所生活介護 ○介護予防短期入所生活介護 

1件につき 

24,700 

●介護老人保健施設  

○短期入所療養介護(介護老人保健施設) 

○介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) 

●介護医療院  

○短期入所療養介護(介護医療院) 

○介護予防短期入所療養介護(介護医療院) 
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介護サービス事業者経営情報の報告について 

 
 この制度は、2040 年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材

不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに

的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策

の検討を行う上で、３年に１度の介護事業経営実態調査を補完するため、介護サービス事業者の経営

情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じ

てグルーピングした分析結果を公表する制度です。 

「２ 経営情報の報告制度の対象事業所」に該当する事業所は、「１ 介護サービス事業者経営情

報の報告について」のとおり介護サービス情報について報告してください。 

 
  

１ 介護サービス事業者経営情報の報告について 

（１）報告方法 

  インターネット上で、介護サービス事業者経営情報データベースシステムの報告用ページから報

告してください。 

   （https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login） 

※１）報告は上記 URL より入力可能です。 

※２）ＩＤ・パスワードはＧビズＩＤです。 

 

（２）システムの操作方法について 

操作方法は、事業所向け操作マニュアルを参照してください。 

・https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001470543.pdf 

 

２ 経営情報の報告制度の対象事業所について 

原則として全ての介護サービス事業者が対象です。ただし、事業所又は施設の全てが以下の基準

に該当する介護サービス事業者については、報告対象外です。 

① 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価と

して支払いを受けた金額が 100 万円以下である者 

② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者 

※ 居宅療養管理指導、介護予防支援は報告対象外です。 

※ みなし指定事業所（①病院・診療所における訪問看護・訪問リハ・通所リハ、②老人保健施設

若しくは介護医療院における短期入所療養介護・通所リハ・訪問リハについては、指定があった

とみなされた日から１年間のみ報告対象外です。 

※ 運営する事業所が廃止した場合にあっても、事業者からの報告が必要です。なお、事業者自体

が廃業、閉鎖及び解散等をしている場合においては、この限りでありません。 
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令和６ 年度よ り 、経営情報の報告・公表のた めの

新た な２ つの制度が始ま り ま す！

介護サービ ス 事業者の経営情報の報告・公表

厚生労働省では、介護サービス事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく

様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、新たに、介護サービス事業者の経営情

報のデータベースを整備し、令和７（2025）年１月から運用を開始します。

介護サービス事業者の皆さまには、以下の経営情報の報告を お願いしま す。

１. 【新設】 介護サービ ス 事業者の経営情報データ ベース

介護サービス情報公表制度は、利用者の介護サービス事業者の選択に役立つよう、事業者

に介護サービス情報の報告を求めるものです。

今回の見直しにより、介護経営の健全性等の情報を提供するため、介護サービス事業者の

皆さまには、財務状況の分かる 書類の報告をお願いします。

２ . 【見直し】 介護サービ ス 情報公表制度の見直し

介護サービス事業者の皆さ まへ

報告手段主な報告事項

介護サービス事業者経営情報データベースシステム

（経営情報DB） ※新システム

・収益・費用の内容

・職員の職種別人員数

・職種別給与（※任意での報告事項）

など
報告期限

毎会計年度終了後、3か月以内

※初年度は、令和7 年3 月ま で

報告手段新たな報告事項

介護サービス情報公表システム ※既存システム・財務状況の分かる 書類

（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ

フロー計算書など）

・職員の一人あたりの賃金

（※任意での報告事項）

報告期限

毎年度

（提出期限は都道府県ごとに異なります）

裏面もご確認ください
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経営情報DB

制度に関する Q ＆A

経営情報DB 情報公表制度

原則、全て の介護サービ ス 事業者が報告の対象となります。

ただし、介護報酬が年間100万円以下の事業者や、災害等報告ができない正当な理由がある

場合は報告の対象外です。

※ 報告対象となるサービスについては、関係通知・ウェブページなどを参照ください。

報告対象と な る 事業者を 教えて く ださ い

厚生労働省にて、ご報告いただいた経営情報等を属性別にグループ分けした上で分析を行い、

結果を公表する予定です。個人や法人を特定することができる形で公表されることはありません。

会計基準上、作成が求められていない等の事情がある場合は、資産や負債、収支の内容が分かる

簡易な 計算書類でも差し支えありません。

詳し く は厚生労働省ホ ームページを ご 覧く ださ い

経営情報データベース

https://www.mhlw.go.jp/stf/
tyousa-bunseki.html

介護サービス情報公表制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaig
o-kouhyou.html

Q１

経営情報DB 情報公表制度

報告の単位は事業所・施設ご と ですか？法人ご と ですか？

経営情報DB

経営情報の報告にあ た って、ど のよ う な 準備が必要と な り ま すか？

報告し た経営情報等はど のよ う に活用さ れま すか？

情報公表制度

財務状況が分かる 書類は、財務三表でな いと いけま せんか？

原則、事業所・施設単位でお願いします。

なお、事業所単位で会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合は法人単位の報告

でも差し支えございません。

Q２

Q３

Q４

Q５

介護サービス事業者経営情報データベースシステムでの経営情報の報告には

「ＧビズＩDプライム」のアカウント取得が必要となります。

※ ＧビズIDの詳細については、以下のウェブページをご覧ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/apply/prime_sendbypost.html
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           ７高福第７５８－２号 

令和７年６月１６日 

 

各市町村 介護保険担当課長 様 

各広域連合 介護保険担当課長 様 

    

  

 

愛知県福祉局高齢福祉課長 

 

喀痰吸引等の適正な実施について（通知） 

 

  平素より、本県の高齢者福祉行政の推進に御理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げ

ます。 

「社会福祉士及び介護福祉士法」（以下「法」という。）に基づく喀痰吸引等については、

医行為に該当し、不適切な実施により利用者の身体に被害を及ぼすおそれもあることから、

都道府県による事業者の登録や従事者の認定のほか、医師、看護師等との適切な連携体制

や、施設、事業所内での安全確保等の体制を整備した上での実施が法により、定められて

います。 

 

 今般、県内の高齢者施設等において、事業者登録を受けずに入居者に対して喀痰吸引等

を実施したり、事業者登録は行っているものの認定特定行為業務従事者認定証の交付を受

けていない介護職員が喀痰吸引等を実施するなど不適切な事例が発生しております。 

 

 つきましては、貴市町村・団体が指定している介護事業所・施設（政令・中核市について

は、所管する住宅型有料老人ホームを含む）のうち現在、実態として喀痰吸引等を実施し

ている介護事業所・施設に対し、機会を捉えて、別紙「登録特定行為事業者 自主点検表」

により自己点検を促していただくようお願いします。 

 

なお、介護事業所・施設等における介護職員等による喀痰吸引等の登録申請等の手続き

については、当課の Web ページ（以下、URL）に掲載しておりますのでご参照ください。 

 URL: https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kakutankyuuin.html 

 

 

 

 

 

担当：介護保険指導第二グループ（尾関） 

電話：０５２－９５４―６８６１ 
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１ 喀痰吸引等（特定行為）の実施の有無 

 ※ 同一法人内に複数の事業所がある場合は、施設・事業所ごとに点検してください。 

 

貴事業所において、介護職員に

よる喀痰吸引等の特定行為業

務の実施はありますか。 

☐ 有 ☐ 無 

⇒「２ 登録特定行為事業者 

自主点検表」へ進んでくださ

い。 

⇒点検は以上となります。 

 

２ 登録特定行為事業者自主点検表 

項目 内容 対応済 未対応 

（１）特

定行為業

務従事者

の認定に

関するこ

と 

①特定行為業務を行う者は、登録研修機関での研修を修了し、認定

特定行為業務従事者認定証の交付を受けていますか。 

 

 ※ 研修を修了しただけでは、特定認定行為業務を行うことはできません。 

 ※ 特定の対象者への「認定特定行為事業従事者認定証」の交付を受けてい

る者は、新たな対象者へ特定行為を実施する場合や既に認定を受けている

利用者に対して認定を受けている特定行為以外の行為を実施する場合に

は、改めて認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることが必要で

す。 

☐ ☐ 

②認定特定行為業務従事者のうち特定の対象者への「認定特定行為

業務従事者認定証」の交付を受けている者は、、認定を受けた利用

者へ、認定を受けた特定行為のみ実施していますか。 

 

 ※ 認定証の交付がされていない従事者及び実地研修を修了していない介護

福祉士等に対し登録特定行為を行わせた場合は、登録取消又は業務停止等

の処分の対象となり得ます。 

☐ ☐ 

（２）事

業者の登

録に関す

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①登録特定行為事業者として登録している特定行為のみ実施してい

ますか。 

※左表と右表のチェック項目が一致している必要があります。一致していな

い特定行為を実施することは、違法になります。 

＜事業所で登録している特定行為＞ 

 

 

☐ 口腔内の喀痰吸引 

☐ 鼻腔内の喀痰吸引 

☐ 気管カニューレ内部の喀痰吸引 

☐ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

☐ 経鼻経管栄養 

＜職員が実施している特定行為（認定

特定行為業務従事者認定証に記載のあ

る行為）＞ 

☐ 口腔内の喀痰吸引 

☐ 鼻腔内の喀痰吸引 

☐ 気管カニューレ内部の喀痰吸引 

☐ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

☐ 経鼻経管栄養 

☐ ☐ 
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（続き その１） 

項目 内容 対応済 未対応 

（２）事

業者の登

録に関す

ること 

（続き） 

②下記の場合には、適切に登録変更届を提出していますか ☐ ☐ 

【予め提出するもの】   

（ア）法人の名称、所在地又は代表者を変更する場合 ☐ ☐ 

（イ）施設・事業所の名称、代表者又は所在地を変更する場合 ☐ ☐ 

（ウ）登録の内容を更新する場合（実施する特定行為を追加する場

合） 

  ※ 登録を受けていない特定行為を新たに実施しようとする場合には、２

ヵ月前までに申請が必要です。 

  ※ 認定特定行為業務従事者認定証を有する職員が配置されていても、事

業者としてその特定行為が登録されていない場合は、特定行為業務を行

うことはできません。 

☐ ☐ 

【変更から遅滞なく（１０日以内）提出するもの】   

（ア）介護福祉士・認定特定行為事業従事者名簿に変更があった場

合 

☐ ☐ 

（イ）業務方法書（業務規程）を変更する場合（様式変更を含む） ☐ ☐ 

（３）医

師、看護

師等との

連携確保

に関する

こと 

①認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の実施に際し、医師の

文書による指示（医師の指示書等）を個別に受けていますか。 

☐ ☐ 

 また医師の指示書等での指示期間は有効なものとなっていますか ☐ ☐ 

②利用者の状態について、医師、看護職員が定期的に確認していま

すか。 

☐ ☐ 

 また、確認頻度については、利用者ごとに定められていますか。 ☐ ☐ 

③医師又は看護職員と認定特定行為業務従事者との適切な役割分担

及び情報共有が図られていますか。 

☐ ☐ 

④利用者の希望、医師の指示及び心身の状況を踏まえて、医師又は

看護職員との連携の下に、特定行為の実施内容等を記載した計画書

を作成していますか。 

☐ ☐ 

⑤特定行為の実施ごとに実施結果を記録し、随時看護職員に報告し

ていますか。 

☐ ☐ 

⑥特定行為の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出してい

ますか。 

☐ ☐ 

 また、提出頻度については、利用者ごとに定められていますか。 ☐ ☐ 

⑦利用者の状態の急変時に備え、速やかに医師又は看護職員への連

絡が行えるよう、緊急時の連絡方法を予め定めていますか。 

☐ ☐ 

 また、緊急時の連絡方法の更新及び見直しを随時行っていますか ☐ ☐ 

⑧上記①～⑦の事項その他必要な事項を記載した喀痰吸引等業務に

関する業務方法書（業務規程）を作成していますか 

☐ ☐ 

（続き その２） 
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項目 内容 対応済 未対応 

（４）喀

痰吸引等

を安全か

つ適正に

実施する

ために必

要な措置 

①医師又は看護職員を含む者で構成される安全委員会の設置等の対

象者の安全を確保するために必要な体制を確保していますか。 

☐ ☐ 

②特定行為に関する OJT 研修が定期的に実施され、介護職員等が安

全に喀痰吸引等業務を実施できるような体制が整えられています

か。 

☐ ☐ 

③計画書の内容を対象者又はその家族等に説明し、同意を得ていま

すか。 

☐ ☐ 

 

 

 

（参考）最近、県内で確認された不適切事例 

種別 具体の事案 

介護保険施設 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けていない介護職員（１

名）が複数回に渡り、喀痰吸引を実施（当該事業所は、登録特定行為

事業者の登録は受けていた） 

住宅型有料老人ホーム 登録特定行為事業者登録をせずに入居者に対して喀痰吸引を複数の

住宅型有料老人ホームの介護職員が複数回に渡り実施 

 

 

 
介護職員等による医療的ケアを実施する場合、社会福祉士及び介護福祉士法に規定さ

れた一定の要件を満たす必要があります。利用者の安全を期するため、適切に実施し

てください。 

 

○ 「医師の指示書」があること（主治医） 

○ 「認定特定行為業務従事者」であること（介護職員） 

○ 「登録特定行為事業者」であること（介護事業所） 

 

※ このほか、法律に基づき利用者の安全確保のために事業者が講ずべき措置が定め 

られています。 
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介護職員等による喀痰吸引等に係る研修制度の概要 

 

平成２４年４月の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び

一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られ

ているなど、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できるようになりました。 

 

実施可能な行為は・・・ 

○ たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行わ

れるもの 

 ☆ 具体的な行為は 

    ⇒ ・たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部） 

      ・経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養） 

  ※ 介護職員等が実施できる行為は、受講した研修の課程や実地研修の内容により異なります。 

 

介護職員等がたんの吸引等をできるようになるためには・・・ 

○ 介護福祉士（平成２８年度～） 

資格取得前に介護福祉士養成施設又は実務者研修で医療的ケアのカリキュラム（講義、演習） 

を履修した方 

⇒ 喀痰吸引等の行為に係る実地研修を修了していない場合は、就業後、登録喀痰

吸引等事業者（平成２８年度～）で実地研修を受講 

※ 登録喀痰吸引等事業者とは、自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者で、「社会福

祉士及び介護福祉士法」などの法令で定められた要件を満たしている事業者として、知事の登録を受

けた事業者のことです。事業者の登録に係る窓口は、高齢福祉課又は障害福祉課となります。 

○ 上記以外の介護職員等 

医療的ケアのカリキュラムを履修していない介護福祉士やホームヘルパーなどの介護職員、 

特別支援学校教員等 

 ☆ 介護福祉士の資格取得を目指す方 

⇒ 介護福祉士養成施設又は実務者研修で医療的ケアのカリキュラム（講義、演

習）を履修後、喀痰吸引等の行為に係る実地研修を受講 

 ☆ 介護福祉士の資格取得を目指さない方 

⇒ 登録研修機関で研修（講義、演習、実地研修）を受講 

 

介護職員等が喀痰吸引等研修を受講するためには・・・ 

○ 愛知県では、「社会福祉士及び介護福祉士法」で定められた要件を満たしている事業者

を登録研修機関として登録し、その事業者が実施しています。 

  受講を希望される方は、各登録研修機関へ直接、お申込みください。 

 地域福祉課Ｗｅｂページでの開催案内（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/tan-top.html） 
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喀痰吸引等研修のカリキュラムは・・・ 

○ 研修は、3 種類のカリキュラムがあります。なお、第 1 号研修と第２号研修の基本研

修は同じカリキュラムです。 

 

登録研修機関で研修を修了したら・・・ 

○ 次の１から３の手続きが終了すると、特別養護老人ホーム等の施設や在宅（訪問介護

事業所等から訪問）などにおいて、医師の指示の下、看護師等と連携し、たんの吸引等

を行うことができます。 

１ 研修修了者は、研修機関で発行された修了証明書のほか必要書類を添付し、定められた様式により、愛

知県福祉局福祉部地域福祉課へ「認定特定行為業務従事者認定証」の交付の申請をします（Ｗｅｂページ

に手続きの案内を掲載しています）。 

２ 県において研修を修了していること等を確認した後、「認定特定行為業務従事者認定証」が交付されます。 

３ 認定証を有する介護職員が所属する事業所は、当該介護職員が喀痰吸引を行うために事業所としても登

録の手続き(登録事業者の申請)を行うことが必要です。 

  ⇒申請先：高齢福祉課介護保険指導第二グループ又は障害福祉課事業所指定グループ 

区分 研修内容 基本研修 実地研修 

第
１
号
研
修
・
第
２
号
研
修 

不特定多数の方に対して、 

たんの吸引 

口腔内・鼻腔内・ 

気管カニューレ内部 

及び 

経管栄養 

胃ろう又は腸ろう・ 

経鼻 

を行うための研修 

講義（５０時間） と 演習 

 

演習の科目 

①口腔内の喀痰吸引 

②鼻腔内の喀痰吸引 

③気管カニューレ内部の喀痰吸引 

④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

⑤経鼻経管栄養 

⑥救急蘇生法 

 

◇演習回数：⑥は 1 回以上、 

他は各 5 回以上 

 

 

 

第２号研修は、次のいずれか必要な行

為の実地研修を受講 

実地研修の科目 

①口腔内の喀痰吸引 

②鼻腔内の喀痰吸引 

③気管カニューレ内部の喀痰吸引 

④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

⑤経鼻経管栄養 

 

◇回数：①は１０回以上、 

他は各２０回以上 

 

第
３
号
研
修 

特定の方（利用者と介護職員等

とのコミュニケーションなど個

別的な関係性が重視されるケー

スに対応するもので、筋萎縮性

側索硬化症又はこれに類似する

神経・筋疾患、筋ジストロフィ

ー、高位頸髄損傷、遷延性意識

障害、重症心身障害等を患って

いる療養患者の方や障害のある

方 ）に対して、たんの吸引

や経管栄養を行うための研

修 

講義 と 演習 

（９時間） 

 

演習の科目 

喀痰吸引等に関する演習 

特定の者に対する、次のいずれかの必

要な行為のみを受講 

実地研修の科目 

①口腔内の喀痰吸引 

②鼻腔内の喀痰吸引 

③気管カニューレ内部の喀痰吸引 

④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

⑤経鼻経管栄養 

人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引を行う場合は、演習及び 

実地研修において各所定の回数を別途行う必要があります。 
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介護支援専門員の各種手続きについて 

 ● 各種手続きについて  

具体的な手続きや様式については、県庁高齢福祉課の Web ページでご確認ください。

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-caremanager/caremana-touroku.html 

 

１ 介護支援専門員資格登録簿への登録及び介護支援専門員証の交付について 

介護支援専門員実務研修を修了された方は、介護支援専門員証の交付を受けるため

に、資格の登録をする必要があります。（登録と介護支援専門員証の交付について

は同時に申請可能です。） 

  なお、実務研修修了日から 3 か月を経過すると登録できなくなりますので、注意し

てください。 

 

２ 登録の移転について（登録している都道府県を変更する場合） 

（１）愛知県に登録している方が他の都道府県に登録を移転したい場合 

まずは、登録の移転先となる都道府県に登録移転の可否及び申請に必要な書類

についてご確認ください。 

（２）他の都道府県に登録している方が愛知県に登録を移転したい場合 

愛知県では、介護支援専門員証の有効期間が満了している方については登録受

け入れをしておりません。再研修を修了のうえ、手続きをお願いします。 

 

３ 氏名、住所の変更届について 

登録していただいている氏名、住所に変更があった場合は、速やかに変更の手続き

をしてください。 

 

４ 介護支援専門員が死亡又は欠格事由に該当した場合 

介護保険法第 69 条の 5 の規定により、死亡した場合や心身の故障により介護支援

専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものなど

欠格事由に該当することとなった場合には、所定の者（相続人、法定代理人等）が愛

知県知事（又は届け出義務者の住所地の都道府県知事）に事実があった日から３０日

以内に届け出ることとされています。  

 

５ 介護支援専門員証の再交付について 

再交付につきましては、紛失、汚損、破損した場合などが該当します。 
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 ● 介護支援専門員証の更新について  

介護支援専門員証（有効期限：５年）の更新をするためには、各自必要な研修を修

了後、更新申請の手続きを適切に行っていただく必要があります。 

この更新手続きにつきましては、遅くとも期限が切れる４０日前までに申請を行っ

てください。（更新研修等の修了時期の関係で、どうしても無理な方は修了後できる限

り速やかに申請してください。） 

更新研修を受講されていても更新手続きを失念し期限が切れた場合には再研修の受

講等が必要になり、再交付されるまでの間は、介護支援専門員としての業務ができな

くなります。 

手続きに必要な申請書類は県庁高齢福祉課の Web ページでご確認ください。 

なお、有効期間の終期について個別の案内はしておりませんので、各自で気をつけ

てください。 

 

 ● 欠格事由について  

介護支援専門員には、登録を受けることが出来ない、「欠格事由」が介護保険

法に明記されています。 

申請書にはしっかりと理解された上で記載してください。 

≪参考≫「欠格事由に関する介護保険法の規定」（介護保険法抜粋） 

第６９条の２ 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が

厚生労働省令で定めるところにより行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労

働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了したものは、厚生労働省令で定め

るところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 

一 心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚

生労働省令で定めるもの 

二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者 

三 この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるもの

の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなるまでの者 

四 登 録 の申 請前 ５年 以 内に居 宅 サービス等に関 し不 正又 は著しく不 当 な行 為 をした者  

五 第６９条の３８第３項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第６

９条の６第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者 

六 第６９条の３９の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算し

て５年を経過しない者 
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七 第６９条の３９の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法第１５条の規定

による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日

までの間に登録の消除の申請をした者であって、当該登録が消除された日から起算

して５年を経過しないもの 

 

※ 一の厚生労働省令で定めるものとは、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を

適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方。 

二、三に該当する方とは、判決の言い渡しがあった後、法廷の控訴又は上告の期間を経過

して判決を確定した方や、現に公判、控訴又は上告中の方は除かれます。 

なお、拘禁刑以上の刑とは、拘禁刑及び死刑をいいます。 

また、二には執行猶予期間中の方も刑に処せられた方に含まれますが、刑に処せられるこ

となく執行猶予期間を過ぎた方は含まれません。 

三の国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものについては、、介護

保険法施行令第三十五条の二に列挙されている法律をいいます。 

 

 ● 指定研修機関について  

 

〇愛知県社会福祉協議会 福祉人材センター 

電話 ０５２－２１２－５５１６ 

https://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/jinzai/kensyu_index.html 

実施：実務研修、更新研修、専門研修Ⅰ・Ⅱ、再研修 

 

〇愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会 

  https://www.aichi-kaigo.org/study/ 

実施：更新研修、専門研修Ⅰ・Ⅱ、再研修、主任研修、主任更新研修 

 

※各研修の詳細につきましては、各研修の実施機関にお問い合わせください。 
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平成２９年４月１日にて介護保険法施行規則が一部改正されたことに伴い、厚

生労働省老健局長からの通知（平成２９年５月１８日付け老発０５１８第６号）

にて、主任介護支援専門員更新研修を修了した者の介護支援専門員証の有効期間

についての取扱いが示されました。 

内容といたしましては、主任更新研修を修了した場合、原則、介護支援専門員

証の有効期間を主任研修が修了した日の５年後の応当日から起算した５年間を

有効期間として置き換えることとし、両方の有効期間を揃えることとなっていま

す。（ただし、主任介護支援専門員更新研修修了証明書の有効期間満了日が介護

支援専門員証の有効期間満了日の５年後の応当日より後の場合、揃えることは

できません。） 

なお、対象者からの申し出により、それを行わないこともできます。 

この取扱いにつきましては、県庁高齢福祉課の Web ページに掲載していますの

で、該当する方は、ご確認をお願いします。 

 

● 主任介護支援専門員更新研修を修了した者の介護支援専門員証 

の有効期間についての取扱いについて 
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愛知県介護事業所人材育成認証評価事業 

 

   人材育成や職場環境の改善等の取組が一定レベル以上の事業所を対象

に認定証を交付することで、事業所の意識改革を行い、事業所が従業

員に対する研修等を積極的に行うなど、事業所の人材育成等の取組を

一層推進することを目的とした事業です。 

 

１ 事業内容 

（１）認証事業所の選定 

介護サービス情報公表の調査を実施した事業所で認証評価を希望する事業所を対

象に申請を募り、評価項目を満たしている事業所を、認証事業所として選定しま

す。 

認証事業所は、別紙「認証の評価項目及び認証基準」を全て満たしている必要が

あります。 

なお、詳細については、高齢福祉課の Web ページで公表されている「介護事業所

人材育成認証評価事業における認証基準及び確認（提出）書類」を参照してくださ

い。 

「愛知県介護事業所人材育成認証評価事業」Web ページ 

https://www.pref.aichi.jp//soshiki/korei/aichininsyo.html 

 

（２）認証事業所の決定及び認定証の交付 

認証事業所の決定は県が設置する第三者評価推進会議で意見聴取のうえ行いま

す。 

なお、認証を受けた事業所に対しては、認定証交付式で認定証を交付する予定で

す。 

 

（３）連続認証の認定証の交付 

   ３年、５年、１０年連続して認証を受けた事業所については、通常の認定証に加

えて、連続認証の認定証を交付します。 

   なお、令和６年度は６件の事業所が３年連続認証、８件の事業所が５年連続認

証、１４件の事業所が１０年連続認証となりました。 

 

２ 申請方法 

 令和７年度の申請については、決定次第、高齢福祉課の Web ページでお知らせしま

すので、必要書類や提出先等の詳細については Web ページで御確認ください。 

 なお、対象事業所は、令和７年度介護サービス情報公表調査を任意で申し込んだ事

業所が対象です。（義務調査の対象事業所は、愛知県介護事業所人材育成認証評価事

業の対象外です。） 
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◎ 認証手続き（イメージ） 

 
３ その他 

「愛知県介護事業所人材育成認証評価事業ロゴマーク」について 

   本事業の普及啓発を図るため、平成３０年５月より、認証事業所及び事業の趣旨

に賛同する企業が名刺やホームページ等で使用することができるロゴマークの運用

を開始しました。使用方法等の詳細につきましては、高齢福祉課介護保険指導第

一、第二グループの Web ページをご覧ください。 

   なお当該ロゴマークはＡＩＣＨＩのイニシャル「Ａ」をモチーフに○を頭に見立

て、 

介護従事者が介護し、介護対象者が元気に生活する姿をイメージし、有能な介護従事 

者を育成する事業所を表現したものです。○を頭に見立てて、上部が介護従事者で介 

護対象者を包み込んで、介護対象者が上を見上げ、大きく両腕を広げているイメージ 

です。 

 

（参考）ロゴマークデザイン. 
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(別紙)

評価項目 認証基準（全て必須）

①新規採用者育成計画（ＯＪＴを含む）の策定
・情報公表制度における評価項目「全ての「新任」の従業者を対
象とする研修計画がある」をクリアしている

②新規採用者研修（合同、派遣含む）の実施
・情報公表制度における評価項目「全ての「新任」の従業者を対
象とする研修の実施記録がある」をクリアしている

③ＯＪＴ指導者に対する研修等の実施
・ＯＪＴ指導者又はプリセプターの設置及び全職員への公表
・ＯＪＴ指導者やプリセプターに対する研修の実施

①資質向上目標及び具体的計画の策定

②資質向上計画に係る研修の実施又は研修機会の確保

③能力評価の実施又は資格取得のための支援の実施
（受験対策講座の開催、受講料の負担、受験手数料の負担
など）

④人材育成を目的とした意見交換（面談）の実施

⑤給与体系又は給与表の導入及び職員への周知
・介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰ、Ⅲを満たし
ている

①休暇取得・労働時間縮減のための取組の実施
（休暇の計画取得促進、リフレッシュ休暇、誕生日休暇など）

・取組推進のための検討会議の開催
・取組の実施及び全職員への周知

②出産後復帰に関する取組の実施
（育児休業中のコミュニケーション、職場復帰プログラム、施
設内保育所の設置、再雇用制度など）

・取組の実施及び全職員への周知

③育児、介護を両立できる取組の実施
（柔軟な勤務制度、学校行事参加のための特別休暇制度、
女性が働きやすい取り組みなど）

・取組の実施及び全職員への周知

④健康管理に関する取組の実施
（相談体制の整備、夜勤ガイドラインなど）

・健康管理、増進に関する検討会議の開催
・取組の実施及び全職員への周知

⑤セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等の防止に
関する取組の実施
（方針の明確化及び周知・啓発、相談体制の整備など）

・取組の実施及び全職員への周知
・相談体制の整備

①情報公表調査の任意の受審 ・１年以内の情報公表調査を受審し、一定レベル以上である

②地域との交流
（イベントへの地域住民の招待、実習やインターンシップ受
入ガイドラインの作成、ボランティアの受入など）

・情報公表制度における評価項目「地域との連携、交流等を
行っている」に関する３項目のうちいずれかをクリアしている

③関係法令の遵守

･過去５年間指導監査において勧告又は行政処分を受けていな
い
・情報公表制度における評価項目「従業者に対する倫理、法令
等の周知等」に関する２項目のいずれもクリアしている

※「２ キャリアパスと人材育成」の認証基準で、介護職員等処遇改善加算（新加算）Ⅰ～Ⅳを算定されている事業所

にあっては、評価項目①から⑤をそれぞれ満たしているとみなします。

４
　
社
会
貢
献
等

愛知県介護事業所人材育成認証評価事業

認証の評価項目及び認証基準

１
　
新
規
採
用
者

の
育
成
体
制

２
　
キ

ャ
リ
ア
パ
ス
と
人
材
育
成

・介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅱを満たしてい
る

３
　
職
場
環
境
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高齢者虐待防止について 
愛知県福祉局高齢福祉課 

 
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（高齢者虐待防止法）では、

虐待を受けたと思われる高齢者を発見し、その生命や身体に重大な危険が生じている場合は、速

やかに市町村へ通報しなければならないとされている（第７条第１項、第 21 条第２項）ほか、高

齢者の福祉に業務上及び職務上関係のある者は、高齢者虐待の早期発見に努めることとされてい

ます（第５条第１項）。 
 

「高齢者虐待」とは、６５歳以上の高齢者に対する下記の行為をいいます。 
虐待の種類 行   為 （例） 

身体的虐待 
養護者又は養介護施設従事者等が高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある

暴行を加えること 
（例）平手打ち、殴る、蹴る、物を投げつける、身体拘束、中から鍵をかけて長時間家に入れない 等 

介護・世話の 
放棄・放任 

養護者又は養介護施設従事者等が高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の

放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること 
（例）入浴させない、水分や食事を十分与えない、必要な医療・介護保険サービスを制限する 等 

心理的虐待 
養護者又は養介護施設従事者等が高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対

応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 
（例）怒鳴る、ののしる、無視する、本人の意思や状態を無視しておむつを使う・食事の全介助をする 等 

性 的 虐 待 
養護者又は養介護施設従事者等が高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者を

してわいせつな行為をさせること 
（例）下半身を裸や下着のままで放置する、人前で排泄行為をさせる・おむつ交換をする 等 

経済的虐待 
養護者や高齢者の親族又は養介護施設従事者等が高齢者の財産を不当に処分するこ

と、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること 
（例）日常生活に必要な金銭を渡さない、財産を無断で売却する 等 
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◇認知症と高齢者虐待 

虐待されている高齢者（介護保険認定済）の７割弱

の方は、認知症日常生活自立度Ⅱ以上の方です。 

◇虐待は発見しにくい場合があります。 

虐待をしている養護者や養介護施設従事者等には、

虐待をしている認識がない場合も多く、また、虐待を

受けている高齢者自身も虐待者をかばう、周囲に知ら

れたくないなどの理由で虐待の事実を訴えにくく、高

齢者虐待は発見しにくい状況にあります。 

◇高齢者虐待の早期対応のために 

虐待を早期に発見し、問題の深刻化を防ぐために、近隣住民の方々、民生委員や自治体などの

地域組織、介護保険サービス事業者など高齢者を取り巻く様々な関係者が、高齢者虐待に対する

認識を深め、虐待の兆候（サイン）に気づき、早期の対応に結びつけることが大切です。 

 

◇介護従事者の皆様へ 

○虐待の通報は、守秘義務より優先されます。（第７条３項） 

○市区町村や地域包括支援センターは、通報者を特定するような情報を漏らしてはならないと

されています。（第８条） 

日常業務において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに当該

高齢者の居住している市区町村又は地域包括支援センターに相談・通報してください。 

虐待かどうかを判断する必要はありません。 
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介護支援専門員・介護保険事業所職

員からの相談・通報は、延べ 810 人

で全体の 34.7％でした。 

相談・通報者 延べ 2,341 人 

自立・自立度Ⅰ

27%

自立度Ⅱ以上

67%

その他 6%

【愛知県】令和５年度養護者による高齢者虐待

被虐待者の日常生活自立度
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定員申込先時間日程回会場申込期間

60名
13:30〜
16:3011月20日（木）第1回

稲沢商工会議所
大会議室

2025/9/16〜
2025/10/15迄 60名

9:30〜
12:3011月21日（金）第2回

60名
13:30〜
16:3011月21日（金）第3回

申込URL: https://busine ss.f o rm -m aile r.jp/f m s/de69c 69d292144

定員申込先時間日程回会場申込期間

60名
13:30〜
16:3012月11日 （木）第4回

蒲郡商工会議所
コンベンションホー

ル

2025/10/16〜
2025/11/10迄 60名

9:30〜
12:3012月12日（金）第5回

60名
13:30〜
16:3012月12日（金）第6回

申込URL: https://busine ss.f o rm -m aile r.jp/f m s/6527965f 292925

定員申込先時間日程回会場申込期間

60名
9:30〜
12:301月29日（木）第7回

日赤愛知
災害管理センター

棟

2025/11/11〜
2025/12/8迄

60名
13:30〜
16:301月29日（木）第8回

60名
9:30〜
12:301月30日（金）第9回

60名
13:30〜
16:301月30日（金）第10回

申込URL: https://business.f o rm -m aile r.jp/f m s/c2b9a94 e292927

防災リーダー養成研修のご案内
災害時の対応を学び介護施設の業務を維持しよう!

近年、台風・洪水等の気象災害や、東日本大震災・熊本地震等の大規模地震など、甚大災害が全国各地で
頻発し、要配慮者を預かる介護施設等の被害も甚大となっています。

本研修はオンライン講義と集合研修により構成されております。
オンライン講習では災害における基礎的な内容から介護施設において必要となる基礎知識を学び、
集合研修では過去の激甚災害時の被災体験を共有する事例紹介や、作成済みである各施設のBCPが現実味、
実効性のあるものに改正できる一助となるようグループディスカッションを中心とした集合研修を開催しま
す。

愛知県委託事業 令和7年度介護施設等防災リーダー養成研修事業

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
裏
面
を
ご
参
照
く
だ
さ
い

受 講 料

無 料
（定員各回 先着60名）

受 講 方 法

座学：事前オンラ イン講習
集合研修：3時間予定

対 象 者

高齢者介護施設・事業
所等に勤務する職員

各会場ごとに締切日を設けておりますが、定員に達し次第受付終了とさせていただきますので何卒ご了承ください。
申込フォームは各会場によってことなります。
ご受講日の決定は申込期間終了後に、ご入力いただきましたメールアドレスへご案内をお送りいたします。

対象地区︓西尾張地区

対象地区︓三河地区

対象地区︓東尾張・県全域

-122-

https://business.form-mailer.jp/fms/de69c69d292144
https://business.form-mailer.jp/fms/6527965f292925
https://business.form-mailer.jp/fms/c2b9a94e292927


令和7年度
防災リ ーダー養成研修 カリ キュ ラ ム

✦ 【事前オンライン講習】  約2.5時間 ※集合研修後も閲覧可能です

1）講義︓愛知県における災害史と医療体制（20分）
2）講義︓南海トラフ地震と激甚気象災害はいつ来るのか（25分）
3）講義︓介護施設等における災害対応のあり方〜初動行動〜（20分）
4）講義︓介護施設等における災害対応のあり方〜トリアージ・搬送〜（20分）
5）講義︓災害時における情報共有システム（20分）
6）講義︓南海トラフ地震臨時情報と気象災害等における避難情報（20分）
7）講義︓トピック 令和６年能登半島地震における介護施設の被災と利用者搬送について（25分）

✦ 【集合研修】  約３時間（休憩・挨拶含む）
8）講義・机上演習︓介護施設等における災害対応のあり方〜初動行動〜（40分）

（組織体制、職員・入所者・施設確認、連絡体制、災害対応方針の決定）
施設形態別グループで、各グループ付のファシリテーターによる机上演習
・各施設の防災マニュアル、BCPに基づく初動対応
・各施設における役割分担、通信連絡体制
・被災状況の報告

9）講義・机上演習︓介護施設等における災害対応のあり方〜トリアージ・搬送〜（40分）
施設形態別グループで、各グループ付のファシリテーターによる机上演習

・避難者トリアージ
・施設内対応

10）講義︓事例紹介－過去の激甚災害での介護施設等の被害と対応（50分）
本年度は能登半島地震 被災施設よりお話しいただきますが、業務都合上 多くの会場で事前
録画公演となりますことご了承ください。

11）講義︓トピック 震災関連死と令和6年能登半島地震における福祉施設への外部支援（35分）
12）総合質疑 （10分）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

事前オンライン講習はご案内発信時のものであり 時間構成は実際と異なる可能性がございます。

集合研修時の演習は施設形態ごとにグループ分けをして実施する予定です。

集合研修の机上演習時には運営側から各テーブルにファシリテーターを配置します。ファシリテーターの一部は過去に
本研修を履修いただいた介護施設等職員の協力を得て実施をさせていただくテーブルもございます。

研修終了時に質疑応答を予定しております。作成されたBCPの実効性や課題点などがある方はご質問ください。

問合せ先 愛知医科大学災害医療研究センター
TEL 0561-76-3029

主催者/愛知県 受託者/愛知医科大学
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介護給付費等の請求について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県国民健康保険団体連合会 

介 護 保 険 課 

 

令和７年７月作成
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１ 請求明細の請求について 

（１）請求明細の請求から支払までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）請求方法について 

  請求方法は以下のとおり。 

① インターネット回線による伝送請求 

② 電子媒体(ＣＤ－Ｒ又はＦＤ) 

③ 紙帳票（「請求省令附則第五条による免除届出書」提出のものに限る） 

 

◆インターネット請求へ変更する場合 

愛知県国民健康保険団体連合会ホームページ（介護給付費等のインターネット請求につい

て）から『介護給付費等の請求及び受領に関する届』をダウンロードし、郵送にてご提出く

ださい。 

 

注意！！！ 

※１ 請求締切日は毎月１０日厳守！（郵送の場合、１０日必着） 

   １１日以降の請求受付はできません。 

※２ 「審査（点検）結果通知」は請求に誤りがある場合のみ送付されます。 

※３ ２５日が土曜日の場合 前営業日 

    ２５日が日曜日の場合 翌営業日 

「審査（点検）結果通知」及び「介護給付費等支払通知」は介護保険事業所が本会宛てに「介護給付

費等の請求及び受領に関する届」にて申請した請求方法によって通知方法が異なります。 

インターネットの場合はデータ送信、電子媒体及び紙の場合は郵送となります。 

介護給付費等支払通知書等の再発行は原則、行うことができません。必要な通知につきまして

は、大切に保管されますようお願いいたします。 

サービス提供月 提供月の翌月 提供月の翌々月 

1 日 10 日 3 日頃 25 日 

請求受付期間 ※1 

審査（点検）期間 

「審査（点検）結果通知」及び

「介護給付費等支払額決定通知

書」等の送信または送付 ※2  

 

介護給付費の振込日 ※3 
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   ◆紙帳票による請求について 

「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」により、請求方法

は原則、伝送又は電子媒体による請求に限定されています。また、一部例外規定（下部参照）

に該当する事業所に限り、紙帳票による請求が可能とされています。 

 

    ※例外規定（一部抜粋、詳細は省令をご確認ください） 

     届出により紙帳票を用いて請求を行うことができる事情 

・電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合 

・電子請求を行うための設備の設置又はソフトウェアの導入に係る作業が未完了の場合 

・改築工事中又は臨時の施設において事業を行っている場合 

・事業所等の廃止又は休止に関する計画を定めている場合 他 

 

 

（３）伝送請求（インターネット回線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◆確認方法（国保中央会伝送通信ソフトの場合） 

     ①データ送信直後 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ②到達確認（送信後 約１５分後） 

 

 

 

 

 

 

 

   

データ送信 

到達確認 

受付確認 

毎月１日から１０日までに（※）送信してください。 

それ以降、回線は切断されデータ送信はできません。 

※「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」に準拠します。 

約１５分後に確認できます。 

到達確認から約６０分後に確認できます。 
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 ③受付確認（到達確認から約６０分後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◆取消電文（一度送信したデータの取消処理、毎月１０日まで実施可能） 

     ①送信方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ②確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② 

③ 

①取消したいデータを選択し「送信データ取消」を右クリック。 

②送信待ちフォルダをクリック、「取消電文」ファイルが作成されます。 

③「送受信」ボタンを押して送信完了。 

① 

② 

③ 

①「送信結果」フォルダをダブルクリック。 

②「送受信」ボタンを押す。 

③「受付」が○になっていれば取消完了。 
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（４）電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＦＤ）による請求について 

    ◆１枚の電子媒体に必ず１事業所の請求データのみ収録してください。 

（系列事業所であっても事業所番号ごとに電子媒体を作成してください。） 

    ◆電子媒体には CSV ファイルの請求データのみとしてください。 

    ◆電子媒体のラベル面には下記のとおり必要事項を記載し提出してください。 

    ◆電子媒体の返却はいたしません。バックアップ（控え）を必ず取ってください。 

     

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意！！！ 

 電子媒体請求で受付不可となる事例 

  ①カンマ区切りが変わってしまっている。（excel で一度ファイルを開いて上書き保存されている） 

  ②フォルダの中にデータが入っている。（媒体直下にデータを入れてください） 

  ③請求に関係のないデータが入っている。 

  ④ラベルとデータの事業所が異なっている。（系列事業所、変更前後の事業所番号など誤記載・誤収録） 

事業所番号    2370000001 

事業所名称    □□介護事業所 

サービス提供月  ○○年○月 

提供年月日    ○○年○月○日 

媒体枚数     １枚中１枚目 

（提出先） 

愛知県国保連合会 
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２ 審査（点検）の流れ 

事業所から提出された請求明細は、①一次チェック（データ形式のチェック）、②資格チェック（事

業所台帳及び受給者台帳との照合）、③上限チェック（給付管理票と請求明細の突合）を経て、介護給

付費が支払われます。 

それぞれのチェック項目でエラーとなった請求明細は、返戻や保留となり、介護給付費の支払いは

行われません。 

 

（１）一次チェックについて 

ＣＳＶ形式で作成されたデータは形式や入力方法、紙帳票の場合は、記載内容をチェックします。 

  入力等に誤りがある請求明細は、返戻となります。 

 

（２）資格チェックについて 

指定権者保有の事業所台帳※１及び各保険者保有の受給者台帳※２と照らし合わせます。それぞ

れの台帳情報と異なる請求明細は、返戻となります。 

 

 ※１ 事業所台帳 

各事業所が愛知県所管の各福祉相談センター、政令指定都市（名古屋市）、中核市（一宮市、

岡崎市・豊田市）、東三河広域連合など各指定権者に届け出た、介護保険事業所情報（介護保

険事業所の開設、休止・廃止、各加算体制等に関する情報）。毎月、指定権者から本会へ報告

されます。 

    

※２ 受給者台帳 

      要介護認定者の情報（被保険者番号、氏名、性別、要介護状態等）。毎月、愛知県内全保

険者から本会へ報告されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）上限チェックについて 

居宅介護支援事業所（地域包括、小規模多機能型居宅介護事業所も含む）から提出される給付管

理票と、居宅サービス事業所から提出される請求明細を突合させます。 

 給付管理票の提出状況により、居宅サービス事業所から提出された請求明細が「保留」、「減単位

数決定」になる場合があります。 

 

 

 

 

注意！！！ 

 加算の届出：介護保険事業所の加算体制等について届出を行った場合は、算定開始月を必ず確認のうえ請

求してください。返戻となる場合があります。 

 要介護認定：要介護認定の変更申請は申請から認定まで３０日程度要するため、申請日、認定日を必ず確認

のうえ請求してください。返戻となる場合があります。 
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（４）審査結果 

  ①請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

   一次チェック、資格チェックで「返戻」、給付管理票の提出状況により「保留」となった一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ①種別 「請」…サービス請求明細書 

        「サ」…サービス計画費（居宅介護支援事業所が提出する居宅介護支援費） 

        「給」…給付管理票 

    ②事由 「Ａ」…請求明細書の基本的な項目の誤りや入力漏れ等 

「Ｂ」…台帳（事業所・受給者）と明細書等を突合した結果、不一致となった明細書 

「Ｃ」…請求明細書と給付管理票の突合不一致な明細書 

「Ｅ」…介護給付費審査委員会で返戻となった明細書 

    ③内容 返戻又は保留の原因コメントを表示 

    ④備考 返戻…「エラーコード」を表示 

保留…「保留」と表示 

 

 

  ②審査増減単位数通知書 

   上限チェックの結果、サービス事業所の請求した単位数が増減となった結果一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※事由 「Ａ」…給付管理票に実績が記載されていないもの 

             →「０」単位で確定。 

        「Ｂ」…給付管理票の実績を超えるもの 

             →請求単位数が給付管理票の計画単位数より多かったため請求単位数が 

減単位で確定。 

        「Ｃ～Ｇ」…審査委員会の決定等により減単位で確定されたもの。 

① ② ③ ④ 

   

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

  
       

 

愛知県国民健康保険団体連合会 
●頁 

令和○○年○月○○日

      

サービス 
項目等 

単位数
特定入所者介護費等 事由 内 容 備考

  
   

事業所（保険者番号） 23*0000000 

事業所（保険者番号） ●●事業所

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号
被保険者氏名

種別 サービス
提供年月 

サービス 
種類 

令和○○年○○月審査分

  

 

 
 

     
 

 

 
       

サービス 
提供年月 

サービス 
種類コード 

サービス
項目コード 

 
 

●頁 
事業所（保険者番号） ●●事業所 愛知県国民健康保険団体連合会

保険者番号 被保険者番号
被保険者氏名

増減単位数 事由 内容 連絡事項 

介護保険審査増減単位数通知書

事業所（保険者番号） 23*0000000 令和○○年○○月審査分 令和○○年○月○○日 

※ 
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 （５）給付管理票について 

作成区分には「新規」、「修正」、「取消」の区分があり、それぞれの取り扱いは以下のとおりです。 

作成区分 取り扱い 

新規 

◆サービス提供年月の翌月以降に初めて提出する場合 

◆提出内容に誤りがあり、返戻となった場合 

（正しく確定できなかったため、再度提出する場合） 

修正 

◆確定はされたが、内容の訂正を行う場合 

計画単位数の訂正、居宅サービス事業所の追加又は変更、サービス 

種類の訂正等 

取消 ◆確定はされたが、提出不要だった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意！！！【居宅介護支援事業所向け】 

 ◆給付管理票が確定されないと、居宅サービス事業所から提出された請求も確定されません。 

そのため、居宅サービス事業所の請求に誤りがなくても、介護給付費の支払いができません。 

 ◆確定された給付管理票の「修正」を行う場合は、サービス提供を行っているすべての居宅サービス事業所の 

情報を載せた給付管理票を改めて提出してください。 

訂正を行う居宅サービス事業所の情報のみの給付管理票を提出すると、確定している居宅サービス事業所

の請求明細が０単位で確定されてしまいます。 

 ◆確定された給付管理票の「取消」を行うと、確定している居宅介護支援費の請求明細（様式第７又は様式 

第７の２）は過誤となります。 

   また、確定している居宅サービス事業所の請求明細も過誤となるので、取り扱いにご留意ください。 

◆給付管理票の帳票（紙）請求時に、給付管理票総括票の添付洩れが散見されます。 

  インタフェース仕様書において、帳票（紙）請求時は必須となっておりますので、ご留意ください。 
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（６）上限チェック（給付管理票と請求明細との突合）の詳細について 

【事例１】給付管理票の提出誤りの場合（居宅サービス事業所の請求が正しい場合） 

 

 

 

給付管理票「作成区分：新規」 

事業所名 サービス種類 計画単位数 

●●訪問介護事業所 11 訪問介護 2,500 

▲▲通所介護事業所 15 通所介護 1,200 

   

 

 

  ◆突合の結果、サービス事業所の確定単位数は？？ 

 

 

 

 

 

  ※１ 居宅介護支援事業所から提出された給付管理票の計画単位数と居宅サービス事業所から提出

された請求明細の請求単位数が異なる場合は、どちらかの少ない単位数にて確定されます。 

 

  ※２ 居宅介護支援事業所から給付管理票は提出されているが、その給付管理票に該当の居宅サー

ビス事業所の該当サービスの情報がない場合は、０単位にて確定されます。 

 

 

◆居宅介護支援事業所は、以下の給付管理票を再提出します。 

給付管理票「作成区分：修正」 

事業所名 サービス種類 計画単位数 

●●訪問介護事業所 11 訪問介護 2,500 

▲▲通所介護事業所 15 通所介護 1,600 

■■福祉用具 17 福祉用具 500 

 

※給付管理票を修正することにより、居宅サービス事業所からの請求どおりに確定されます。 

※修正する事業所だけではなく、正しく確定されている「●●訪問介護事業所」の給付管理票

も載せて提出してください。 

※居宅サービス事業所から提出された請求明細に対する取り下げ依頼書の提出は不要です。 

 

 

 

 

 

●●訪問介護事業所  2,500 単位 

居宅介護支援事業所 
居宅サービス事業所 

▲▲通所介護事業所   1,600 単位 

■■福祉用具      500 単位 

突合 

●●訪問介護事業所 

  計画単位数＝請求単位数 

  2,500 単位で確定 

▲▲通所介護事業所 

  計画単位数＜請求単位数 

  1,200 単位で確定 ※1 

■■福祉用具 

  給付管理票に記載なし 

  0 単位で確定 ※2 

提出誤りを正すには？ 
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 【事例２】居宅サービス事業所の請求誤りの場合（給付管理票の提出が正しい場合） 

        ※利用者が月の途中で要支援から要介護へ変更 

 

 

 

給付管理票「作成区分：新規」 

事業所名 サービス種類 計画単位数 

●●訪問介護事業所 11 訪問介護 2,500 

▲▲通所介護事業所 15 通所介護 1,200 

■■福祉用具 17 福祉用具 250 

■■福祉用具 67 予防福祉

用具 

250 

 

 

  ◆突合の結果、サービス事業所の確定単位数は？？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 居宅介護支援事業所から提出された給付管理票の計画単位数と居宅サービス事業所から提出さ

れた請求明細の請求単位数が異なる場合は、どちらかの少ない単位数にて確定されます。 

 

◆居宅サービス事業所は、以下の事を行ってください。 

   ・●●訪問介護事業所・・・請求内容に誤りはないので、このまま。 

・▲▲通所介護事業所・・・1,200 単位が正しければこのまま。 

・■■福祉用具   ・・・利用者は月の途中で介護度が要支援から要介護へ変更となっており

福祉用具のみ要支援時の利用あり。 

福祉用具のサービス種類（１７）の 250 単位は確定されているので

予防福祉用具のサービス種類（６７）の請求明細 250 単位を提出す

る。 

 

＊居宅介護支援事業所から提出された給付管理票に対する修正処理は不要です。 

 

 

 

●●訪問介護事業所  2,500 単位 

居宅介護支援事業所 居宅サービス事業所 

▲▲通所介護事業所  1,600 単位 

■■福祉用具（サービス種類 17） 

             500 単位 

突合 

●●訪問介護事業所 

  計画単位数＝請求単位数 

  2,500 単位で確定 

▲▲通所介護事業所 

  計画単位数＜請求単位数 

  1,200 単位で確定  

■■福祉用具 

  ①サービス種類 17 

   計画単位数＜請求単位数 

   250 単位で確定  

  ②サービス種類 67 

請求明細書の請求なし 
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３ 審査（点検）後の通知について 

（１）審査（点検）結果通知について 

   請求内容に誤りがある場合等に、請求翌月に該当する通知書を送信又は送付します。 

通知書名 内容等 

・介護保険審査決定増減表 

・介護予防・日常生活支援総合事業 

審査決定増減表 

請求書と請求明細の積上げの差。 

・介護保険審査増減単位数通知書 

・介護予防・日常生活支援総合事業 

審査増減単位数通知書 

上限チェックにより減点（または増点）となった通知。 

・請求明細書・給付管理票返戻（保留） 

一覧表 

・介護予防・日常生活支援総合事業 

請求明細書返戻（保留）一覧表 

請求明細及び給付管理票について、審査（点検）後、エラーとなっ

たもの。 

（備考欄に「保留」と記載されているもの以外は、すべて返戻） 

・介護給付費過誤決定通知書 

・介護予防・日常生活支援総合事業費 

過誤決定通知書（事業所分） 

取り下げ依頼を行った結果の通知。 

（再請求が必要な場合は、請求明細の提出可能） 

・介護給付費再審査決定通知書 

・介護予防・日常生活支援総合事業費 

再審査決定通知書（事業所分） 

居宅介護支援事業所が給付管理票の計画単位数を「修正」し、居宅

サービス事業所の単位数が変動した決定通知。 

 

 （２）支払通知について 

   請求翌月に介護給付費の振込に関する通知書を送信又は送付します。 

 

通知書名 内容等 

介護給付費等支払決定額通知書 支払決定した介護給付費の金額のお知らせ 

事業所別審査状況一覧表 
支払決定したサービス利用者の個々の内訳一覧。（請求方法が伝送の

事業所のみ） 

介護職員処遇改善加算総額のお知らせ 

 

介護職員処遇改善加算の加算総額の通知 

（加算総額は、介護給付費等支払決定額の再掲分） 

（介護職員処遇改善加算の届出を行っている介護保険事業所のみに

通知） 

介護職員処遇改善加算等内訳のお知ら

せ 

支払決定した受給者ごとの介護職員処遇改善加算の加算総額の通知 

（加算総額は、介護給付費等支払決定額の再掲分） 

（介護職員処遇改善加算の届出を行っている介護保険事業所のみに

通知） 
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４ 請求明細の取り下げについて 

  支払済みの介護給付費等請求明細書において請求誤り等の訂正のため、再請求等を行う場合、

取り下げ依頼書の提出による取り下げ依頼処理を行う必要があります。 

  取り下げ処理が正常に完了すると、本会から「過誤決定通知書」を送付します。取り下げた請

求明細に係る支払いは、「過誤決定通知書」を受理した月に支払われる介護給付費と相殺します。 

  また、取り下げた請求明細を再請求する場合、必ず「過誤決定通知書」を受理し確認したの

ち、請求してください。 

 

（１）取り下げ方法について 

・支払確定した請求明細を取り下げるには、対象に適した「取り下げ依頼書」を提出してくだ

さい。 

・「取り下げ依頼書」の用紙は、国保連合会ホームページからダウンロードしてください。 

  ・記載例は以下のとおりです。（詳細は、国保連合会ホームページにてご確認ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「申立事由コード一覧」　をご覧ください。

※名古屋市は区番号、知多北部広域連合は各市町村番号を記載してください

５年　　６月 １０ ０２

取下げ内容 　　生活保護者だったため

3 3 4 4 0 カイゴ　ハナコ
3

0 1 1 2 2

カイゴ　ハナコ ５年　　５月 １０ ０２

取下げ内容 　　生活保護者だったため

2 3 3 4 4 0

　４年　　１２月 １１ ０２

取下げ内容 　　請求誤りのため

6 7 8

2
0 1 1 2

5 9 アイチ　タロウ
1

0 1 2 3 4

番号 被保険者番号
被保険者名

（カタカナで記入）
サービス
提供年月

申立事由コード

様式番号 申立番号

保険者名 名古屋市千種区
電話番号 962-1307 担当者名　　●●

下記理由により、介護給付費請求明細書を取下げ願います。

愛知国保事業所

9 事業所名称 名古屋市東区泉１－６－５

所在地

○ ○ ○ ○ ○3 ○ ○ ○

保険者番号 23 1 0 1

【　記載例　１　】　介護被保険者を取り下げる場合

取り下げ依頼書

○○年○○月○○日 事業所番号 2

注意！！！ 

◆取り下げ依頼書に記載誤り等があると、取り下げ処理を行うことができませんので、記載事項を確認のうえ提

出ください。 

◆複数の保険者分を取り下げる場合は、保険者番号毎に取り下げ依頼書を提出してください。 

◆愛知県以外の保険者分を取り下げる場合は、直接該当保険者へ問い合わせください。 

◆介護の被保険者と、生活保護受給者（被保護者）は、取り下げ依頼書を分けて記載してください。 

◆「保留」になっている請求明細を取り下げる場合は、「保留」と記載されている取り下げ依頼書を使用してくださ

い。 

◆総合事業の請求明細を取り下げる場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業」と記載されている取り下げ

依頼書を使用してください。 

◆指定権者等の実地指導を受け、過去の請求をやり直す場合も、取り下げ依頼書の提出は必要です。 

◆一度に大量の取り下げ依頼書を提出すると、当月に支払われる介護給付費と相殺しきれなくなり、国保連合

会への返納となるおそれがありますので、事前に国保連合会へご連絡ください。 
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（２）取り下げ処理の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ １０日必着です。１１日以降に到着の場合、翌月処理となります。 

 

５ その他 

（１）よくある問い合わせについて 

請求に関すること 

項

番 
問 い 回 答 

１ 伝送にて請求明細のデータを送信する場合、

受付締切日１０日は、何時までにデータ送信

を行えばよいですか。 

日付が変わるまでにデータ送信を完了してください。（前述参照） 

２ 請求明細が伝送にて送信できない。 

 

提出可能な電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＦＤ）に請求明細データ（CSV ファ

イル）を格納し、提出締切日である１０日（必着）までに提出してく

ださい。 

３ １０日締め切り前に請求明細を提出したあと

に、内容に誤りが発覚し、請求明細の差し替

えを行いたいのですが、どうすればよいです

か。 

 

◆１日～１０日までに、伝送にて請求業務を行った場合各介護保険事

業所から請求明細の取消を行い、再度データ送信を行ってくださ

い。（前述参照） 

◆電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＦＤ）紙帳票にて請求業務を行った場合、

差替えはできません。 

４ 請求明細の提出を１０日までに行えない。 いかなる理由でも、請求明細の提出締切日は毎月１０日です。 

（請求業務を行わないと、国保連合会からの介護給付費等の支払いは

ありません）※厚労省通知等による特例は除く 

取り下げ依頼書の提出月 取り下げ依頼書提出月の翌月 

10 日 3 日頃 

締切日（必着）※ 

取り下げ処理期間 

再請求が必要な場合は通常

の請求分と併せて請求 

介護給付費の振込日 

（取り下げ分を相殺して振込） 

10 日 

「介護給付費過誤 

決定通知書」の 

送信または送付 

25 日 
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５ １０日が土日等の場合、受付業務は行ってい

ますか。 

１０日が土曜、日曜、祝祭日の場合、国保会館北館１階受付室にて受

付を行っています。（時間は午前９時から午後５時まで） 

６ 請求明細の支払確定後、請求内容に誤りが発

覚したので、請求明細の再提出を行いたいの

ですが、どうすればよいですか。 

取り下げ依頼書を提出し、取り下げ完了後に請求明細を再提出してく

ださい。（前述参照） 

７ 請求明細を提出したが、審査（点検）結果通

知が届かない。 

請求明細に誤りがあった場合のみ、送信又は送付しますので、毎月必

ず通知されるものではありません。 

送付の場合は、郵便事情をご配慮ください。 

８ 現在の請求媒体（電子媒体(CD-R 又は FD) 

又は紙帳票）を伝送へ変更したい。 

本会ホームページより「介護給付費等の請求及び受領に関する届（イ

ンターネット請求に変更する場合にのみ使用）」を印刷し必要事項を記

載のうえ、本会に送付ください。 

 

 

介護給付費の支払いに関すること 

項

番 
問 い 回 答 

１ 

 

振込日の２５日が土曜、日曜の場合は、いつ

が振込日ですか。 

土曜日の場合、前営業日 

日曜日の場合、翌営業日 

２ 振込日当日午前９時に振込確認を行ったが、

振込がされていない。 

振込時間の指定は行っていませんので、振込日当日の午後３時までお

待ちください。 

午後３時を過ぎても振込が確認できない場合は、ご連絡ください。 

３ 振込口座を変更したい。 変更に必要な「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を送付しま

すので、ご連絡ください。 

・毎月２５日を締切日とし、翌月からの変更となりますので、連絡前

に変更は行わないでください。 

４ 請求明細を提出したが、該当の利用者の介護

給付費の支払いがされていない。 

提出した請求明細に誤りがあり返戻又は保留等となっていると思われ

ます。審査（点検）結果通知をご確認ください。 

 

 

インターネット請求に関すること 

項

番 
問 い 回 答 

１ 

 

証明書手数料はいくらですか？ 介護・障害共通証明書は１３,９００円、介護保険証明書は１３,２０

０円です。 
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２ 電子請求受付システムはどこにありますか？ 「電子請求登録結果に関するお知らせ」の下部に URL の記載がありま

す。 

３ 電子請求受付システムにて誤った申請を行っ

たため取り消したい。（代理人申請、電子証明

書発行申請） 

連合会にご連絡ください。その際に管理番号、代理人名、ID をお伝え

ください。 

 

                                            

 （２）照会先について 

◆介護保険事業に関すること 

   介護保険事業所所管の指定権者【県福祉相談センター、政令指定都市（名古屋市）、中核市（一 

宮市、岡崎市、豊田市）、東三河広域連合】 

 

  ◆「国保中央会介護伝送ソフト」に関すること 

    国民健康保険中央会「国保中央会介護伝送ソフト」ヘルプデスク 

     電話  （問い合わせ全般） ０５７０－０５９－４０５ 

         （操作方法について）０５７０－０５９－４０１ 

     受付時間 ・請求期間（毎月１日～１０日） 

月曜日～金曜日 午前１０時～午後７時まで 

            土曜日     午前１０時～午後５時まで 

・請求期間以外（毎月１１日～月末） 

月曜日～金曜日 午前１０時～午後５時まで 

     ＦＡＸ ０５７０－０５９－４５５ 

     e-mail k-denso@trust.ocn.ne.jp 

  

◆介護給付費の請求等に関すること 

  愛知県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

    住所 〒４６１－８５３２ 

        名古屋市東区泉１丁目６番５号 

電話 ０５２－９６２－１３０７（平日 午前９時００分～午後５時３０分） 

※午後０時から午後１時までは、お問い合せ等をご遠慮願います。 

「審査（点検）結果通知」送信又は送付後のお問い合わせは、電話がつながりにくくなりま 

すので、エラー内容の確認等はホームページをご覧ください。 

    ホームページアドレス：http://www.aichi-kokuho.or.jp/ 
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６ ホームページご利用のお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆介護保険事業所向けメニューのご紹介 

①介護給付費の請求について 

 請求及び支払のスケジュール、請求方法等について掲載しています。 

②請求明細の取り下げについて 

取下げ依頼書の様式や記載方法、処理スケジュールを掲載しています。 

③介護給付費請求の手引き 

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表の見方や、エラー内容の原因や対応方法、その 

他請求業務に関する事柄を掲載しています。 

④縦覧審査について 

縦覧審査の流れや、回答方法について掲載しています。 

  ⑤ケアプランデータ連携システムについて 

ケアプランデータ連携システムの概要やヘルプデスク等の URL を掲載しています。 

 ⑥返戻（保留）等について 

 返戻保留一覧表等の見方やエラーコード等の解説を掲載しています。 

① ② 

③ ④ 

⑦ 

⑥ 

お願い 

◆本会ホームページに「連合会からのお知らせ及びよくあるお問合せについて」等、各種資料を掲載しておりますの

で、ご確認、ご活用ください。 

※「審査（点検）結果通知」送信又は送付後、電話によりご照会いただいた場合、ホームページのご案内のみとなる

ことがあります。エラー内容の確認等はホームページをご覧ください。 

⑤ 

⑧ 
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⑦連合会からのお知らせ及びよくある問合せについて 

 本会からの事務連絡や電話照会の多い事例についてまとめて掲載しています。 

⑧返戻（保留）等に係る問い合わせ票 

 メールによる問い合わせを受け付ける「問い合わせ票」やメールアドレスを掲載しています。 
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社会福祉施設のみなさまへ 
愛 知 労 働 局  

 

１ 労働者の安全と健康を確保する 

利用者に安全かつ快適なサービスを提供するためには、社会福祉施設自ら

が健全でなければなりません。 

災害や疾病のために労働者が休業すると、他の労働者の負担が増えてしま

います。負担の増加は、次の災害や疾病を招き、ついには習熟した働き手を

失うことにも繋がります。離職率の高い施設には、このような負のスパイラ

ルがみられることが少なくありません。 

労働安全衛生管理は、施設を健全に保ち、充実したサービス提供を行うた

めに欠くことのできないものです。以下に示す基本的な事項について、今一

度見直し、取組に努めましょう。 

 

２ 腰痛防止 

作業管理、労働衛生教育 

安全な作業方法の採用は、労働者の負担を和らげるだけでなく、利用者の

安心にもそのままつながります。事前に作業方法を十分検討し、作業管理に

努めましょう。 

 

 利用者の状況等により、２名必要な訪問介護の場合には、あらかじ

め２名を派遣しなければ２名組での作業は行えません。ケアプランの

作成段階等、事前に検討することが特に重要となりますので留意しま

しょう。 

 

  ２名組体制の確保等 【「職場における腰痛予防対策指針」別紙Ⅳ３の(４)関係】 

・対象者の状態、体重等を考慮して、身長差の少ない２名以上での作業

に配慮しましょう。 

・負担の大きい業務が特定の労働者に集中しないよう十分配慮しましょ

う。 

  休憩、作業の組合せ等 【「職場における腰痛予防対策指針」別紙Ⅳ３の(6)関係】 

・適宜、休憩時間を設け、その時間にはストレッチングや安楽な姿勢が

取れるようにしましょう。 

・作業時間中にも、小休止・休息が取れるようにしましょう。 

・同一姿勢が連続しないよう、できるだけ他の作業と組み合わせるよう

にしましょう。 

-147-



2 
 

考慮 策定 

・ 対象者の状態 

・ 福祉用具の状況 

・ 作業人数 

・ 作業時間 

・ 作業環境等 

介助の種類ごと 

 ・ おむつ交換 
 ・ 食 事 
 ・ 移 動     等 

 ・ 移 乗 
 ・ 入 浴 
 ・ 排 泄 

対象者ごと 

  作業標準の策定等 【「職場における腰痛予防対策指針」別紙Ⅳ３の(5)関係】 

・腰痛防止のための作業標準を策定しましょう。策定に当たっては、下

記の事項を考慮して、対象者ごとに、かつ、介助の種類ごとに策定し

ましょう。 

・作業標準は、定期的及び対象者の状態が変わるたびに見直しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・既に介護計画書等を作成している場合には、労働者が安全に作業を

行う作業手順、利用する福祉用具、人数、役割分担などが明記され

ているか確認し、不足している事項を書面化するようにしましょう。 

 

  労働衛生教育等 【「職場における腰痛予防対策指針」 別紙Ⅳ３の(9)関係】 

・労働者に、腰痛発生の要因とその回避・低減措置についての教育を行

いましょう。 

・作業標準や、その他書面化したものをもとにして作業方法について

の教育を行うようにしましょう。 

 

作業環境管理 

  作業環境の整備 【「職場における腰痛予防対策指針」別紙Ⅳ３の(7)関係】 

・温湿度、照明等の作業環境を整えましょう。 

・車いすやストレッチャー等の移動の障害となる段差をなくし、機器、

設備の配置を考慮しましょう。 

  休憩室の設置等 【「職場における腰痛予防対策指針」別紙Ⅳ３の(7)関係】 

・交替勤務のある施設では仮眠が取れる場所と寝具を整備しましょう。

その他の事業場においても、労働者が、適宜、疲労からの回復を図れ

るよう、快適な休憩室や仮眠室を設けるようにしましょう。 

・休憩室は、空調を完備し、適切な温度に保ちましょう。 
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健康管理 

  腰痛健康診断 【「職場における腰痛予防対策指針」４，別紙Ⅳ３の(8)関係】 

・介護・看護作業に常時従事する労働者に対し、次により医師による腰

痛健康診断を実施するようにしましょう。 

① 作業に配置する際 

イ 既往歴及び業務歴の調査  ニ 神経学的検査 

ロ 自覚症状の有無  ホ 脊柱機能検査 

ハ 脊柱の検査  ＊ 画像診断、運動機能テスト等 

    ＊医師が必要と認める者 

② その後 6 ヶ月以内ごとに 1 回 

イ 
既往歴及び業務歴の調査  

ロ 

脊柱の検査 

自覚症状の有無  神経学的検査 

  ＊画像診断、運動機能テスト等 

    ＊医師が必要と認める者 

・腰痛健康診断の結果について医師から意見を聴取し、作業方法等の改

善、作業時間の短縮等、就労上必要な措置を講ずるようにしましょう。 

 

３ 転倒災害防止 

床面の整備、滑りづらい履き物の選定等 

  施設の床面に磨耗等がある場合には補修を行いましょう。また、滑りづら

い床材を敷設するようにしましょう。 

  滑りづらい履き物を選定し、労働者に使用させるようにしましょう。 

  他の労働者に近づく場合には、声かけを行うようにしましょう。 

  床清掃の後は、水や洗剤を拭き取る等により、これらで滑ることがないよ

うにしましょう。 

  整理整頓に努め、物につまずくことがないようにしましょう。 

 

４ 一般的な安全衛生管理について 

安全衛生管理体制の整備 

  労働者数 50 人以上の事業場においては、資格を有する者のうちから衛生

管理者、産業医を選任し、所轄労働基準監督署に選任報告を行った上で、

職務を行わせることが必要です。 

また、衛生委員会の会議を毎月 1 回以上開催し、議事の概要を労働者に周

知させた上で、記録を 3 年間保存することが必要です。 
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  労働者数 10 人以上 50 人未満の事業場においては、資格を有する者のう

ちから衛生推進者を選任し、氏名を労働者に周知の上、職務を行わせるこ

とが必要です。 

  労働者数 10 人以上の事業場においては、安全活動に従事した経験を有す

る者のうちから安全推進者を配置し、安全管理体制の充実を図るよう努め

ましょう。（労働安全衛生法施行令第 2 条第 3 号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン） 

健康診断、面接指導、ストレスチェック等の実施と事後措置 

  常時使用する全ての労働者に対し、雇入時の健康診断及び、1 年以内ごと

に 1 回、定期健康診断を実施し、記録を５年間保存することが必要です。 

  深夜業（午後 10 時～午前 5 時までの業務）その他、一定の有害な業務に

従事する労働者に対し、6 ヶ月以内ごとに 1 回、特定業務従事者健康診断

を実施し、記録を５年間保存することが必要です。 

  健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、就業

上の措置等についての意見を医師から聴取し※、結果を踏まえて事後措置

を講ずることが必要です。 

  時間外・休日労働時間が月 100 時間または 80 時間を超える等の労働者

については、医師による面接指導等を実施し、記録を 5 年間保存すること

が必要です。また、就業上の措置等についての意見を医師から聴取し※、

結果を踏まえて事後措置を講ずることが必要です。 

  労働者数 50 人以上の事業場においては、常時使用する労働者に対し、１

年以内ごとに１回、定期に、医師、保健師等によるストレスチェックを実施

し、その結果が労働者に通知されるようにすることが必要です。また、要

件に該当する者が申し出たときは医師による面接指導を実施の上、就業上

の措置等についての意見を医師から聴取し※、結果を踏まえて適切な措置

を講ずることが必要です。 

 
※ 医師からの意見聴取の際は、下記の区分で医師等の判断を求めることが適当です。 

就業区分 
就業上の措置の内容 

区 分 内 容 

通常勤務 
通常の勤務で 

よいもの  
－ 

就業制限 

 

勤務に制限を 

加える必要の 

あるもの  

 

・労働時間の短縮 

・時間外労働の制限 

・作業の転換 

・深夜業の回数の減少 

 

・出張の制限 

・労働負荷の制限 

・就業場所の変更 

・昼間勤務への転換 

等の措置を講じる。 

要 休 業 
勤務を休む必要 

のあるもの 

療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない

措置を講じる。 

参考 「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」 

「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」 
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令和７年度
介護保険指定事業者講習会

岡 崎 労 働 基 準 監 督 署

ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて
ストレスチェックで健康職場
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はじめに

愛知労働局、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者
も出さないという基本理念の実現に向け、各目標を定め、当該目標に達
成することが求められる

働く人々の安全・健康確保
企業・社会のウェルビーイング※へと繋がる

※個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意する概念

労働安全衛生は、単に災害や疾病を防ぐネガティブの領域から、前向き
なポジティブな領域へと大きな転換を図っていく必要がある

そのためには
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現状の課題
 工業中毒による労働災害・職業疾病について

一酸化炭素中毒等による複数名の被災事例が多く、死傷者数の増減の原因と
なっている。
また、職業がんの労災補償の新規支給決定者は、石綿による中皮腫・肺がん
を中心に年間約1,000人に及び、さらに石綿含有建材の解体等工事の増加が
見込まれている。

 定期健康診断有所見率について
何らかの所見が認められた有所見率は2017年以降連続で上昇。
有所見率の高い順に、血中脂質検査、肝機能検査、血圧検査、血糖検査で
あり、いわゆる生活習慣病との関連や、高年齢者労働者の割合増加との関連
が懸念されている。

業務に起因する健康障害を防止するため、
危険性・有害性が認められた化学物質や粉じん等に、労働者がばく露されること
のないよう措置すべき

また、各労働者の生涯において職業生活が非常に高い割合を示していることから
必要な健康確保を図るとともに、継続的かつ計画的な健康保持増進に努める必要
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取組むべき事項
心 身 の 健 康 確 保
健康診断、長時間労働に対する医
師による面接指導、ストレス
チェック等について理解を深める

危険性・有害性が認められた化学
物質及び粉じんについて、リスク
アセスメントを中核とした自律的
管理の定着・推進

石綿事前調査の適切な実施及び報
告とこれに基づく適切なばく露防
止対策

化学物質等による健康障害防止対策

石綿による健康障害防止対策

労働者の協力を得て
労働者の総合的な健康対策に取り組む

事業者のみではなく、
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ＰＱＣＤＳＭＥは、モノづくりやサービス提供の７つの視点

Productivity＝生産性
インプットに対しアウトプットをできるだけ多く

Quality＝品質
ねらい通りの品質の製品・サービスを提供

Cost＝コスト・経済性
ムダを減らし低コストで製品・サービスを提供

Delivery＝納期・生産量
必要な時に必要な量の製品・サービスを提供

Safety＝安全性
労働者の負荷軽減・災害がなく安全に作業を

Morale＝モラール
人の能力が開発・向上され、働きがいを持てる

Environment＝環境
環境に負荷を掛けない生産プロセス、サービス提供

 どの視点も欠かすことはできない。
 どれかひとつだけを重視することもできない。

 安全も視点の１つ 安全を欠かすことはできない。
安全だけを別に取り扱えない。

6
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7

ネガティブな印象をポジティブへ

仕事が増えるなぁ…（士気の低下）

成果が見えない
成果が作業に活かされる実感なし

作業がやりずらい （例）保護具の着用

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
印
象

仕事が増えるなぁ…
（士気の低下）

成果が見えない
成果が作業に活かされる実感なし

作業がやりずらい
（例）保護具の着用

コストが掛かる

PQCDSMEの一体的向上

他の作業時間が作れる
（士気の向上）

生産性等の向上の成果が見える
成果が作業に活かされる実感

作業がやりやすい
（保護具着用不要な環境）

安全は儲かる（投資）
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8

安全経営あいち®

 社会情勢の変化、技術革新及び働き方改革が進み、安全に求められ
るものも変化

 今後は、単に災害や疾病を防ぐ負（ネガティブ）の領域から、さら
に前向きな正（ポジティブ）の領域へと大きな転換を図っていく必
要がある

 安全管理を事業運営と一体的に行うことで、生産性、品質、コ
スト、環境なども一体的に管理向上させることができる。

 生産性などの向上と企業価値向上をもたらすことで自律的でポ
ジティブな安全衛生管理を促進。
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 法令に基づく健康確保措置及び健康保持増進措
置等の目的について理解を深め、相互連携によ
る労働者の健康確保推進を図る施策です。

 令和４年３月策定。愛知労働局「第14次労働災
害防止推進計画」の重点事項に掲げています。
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10

第14次労働災害防止推進計画

（１）計画が目指す社会 自律的でポジティブな安全衛生管理を促進し、働く人々の安全・健康確保を通
じ、企業、社会のウェルビーイング（Well-being）を実現する。

（２）計画期間 2023年度から2027年度までの５か年を計画期間とする。
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11

健康とは

病気でないとか、弱っていないとい
うことではなく、肉体的にも、精神
的にも、そして社会的※にも、すべ
てが満たされた状態にあること

健康とは
（日本WHO協会訳）

肉体的にも、精神的にも、そして社
会的にも、すべてが満たされた幸福
な状態にあること

ウェルビーイング
（Well-being）とは

※社会的健康とは、人と社会との良好な関係である
こと。例えば、社会での居場所や生きがいなど。

 WHOが定義する「健康」とウェルビーイング（Well-being）は同じ定義

 「病気にならないこと」と「今ある状態をより良くすること」の両立

 職場における健康管理は、このような「健康像」を目指した取組が必要
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12

健康管理のあるべき姿

正（ポジティブ）の領域負（ネガティブ）の領域

＋－ ±０
健康を確保するための措置

（例）健康診断、長時間労働者に対する面接
指導、ストレスチェック等

健康を保持増進するための措置
（例）THP、メンタルヘルス対策、高年齢労

働者対策等

弱み強み
• 健康リスクは低減

できても、より良
い健康状態への取
組とはならない

• 個々の健康リスク
の把握、低減

• 疾病を発生させな
い措置

弱み強み
• 個々へのアプロー

チが弱い（高リス
ク者への対応な
ど）

• 個々のパフォーマ
ンス向上から生産
性向上等に繋がる

• 全体へアプローチ

それぞれの強み・弱みを相互補完する取組み
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労働者の心身の健康確保のための総合的対策

労働者の心身の健康確保へ

対 策

基本的考え方
 労働者の生涯において職業生活の占める割合は非常に高いことから、事業主は労働者に対し、

仕事を原因とする健康障害の防止のために必要な措置を講ずるとともに、健康保持増進措置
に努める必要があります。
 各種の措置を単発的でなく相互連携させ、総合的に推進することが重要です。
 「リスクを踏まえた健康確保措置」と「健康保持増進措置」を総合的に推進し、労働者の心

身の健康確保を目指しましょう。

 健康診断、長時間労働面接指導、ストレ
スチェック等は、いずれも労働者の健康
障害リスクの要因を把握するための機会
（主に義務）です。

 受診・受検した労働者に係る結果情報が
一元的に管理等されていない状況が散見
されます。

 結果情報を労働者ごとに一元管理し、総
合的に評価することで、適切な事後措置
につなげましょう。

リスクを踏まえた健康確保措置の実施

 健康保持増進措置（ＴＨＰ指針、メンタル
ヘルス指針に基づく取組など）は、事業者
の努力義務です。
 多様で柔軟な働き方（治療と仕事の両立支

援、テレワーク導入、副業・兼業の促進、
高年齢労働者対策など）を推進することは、
人材確保や生産性向上の実現に繋がります。
 義務と努力義務の優先順位を認識の上、労

働者全体の健康水準向上に係る動機付けを
行い、総合的な推進を図りましょう。

健康保持増進措置及び
労働者全体の健康水準向上に向けた取組

ど
ち
ら
も
必
要
不
可
欠
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「リスクを踏まえた健康確保措置」と「健康保持増進措置」の関係

リスクを踏まえた健康確保措置

人
事
部
署
の
役
割

事後措置の決定

労働者から
精密検査結果

等を提出

健康診断
（有所見者）

医師等からの意見聴取

長時間労働
面接指導

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ
（高ストレス者）

事後措置の実施
●就業場所の変更
●作業の転換

●労働時間の短縮
●深夜業の回数の減少 など

医師等への
情報提供

保健指導
●日常生活面の指導 ●健康管理に関する情報提供 など

●労働時間
●労働密度
●深夜業の回数

・時間数など

義務 努力義務 判断が介在する事項 として表現。

 

健
診
、
面
接
指
導
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
後
の
措
置
は
ほ
ぼ
同
じ
。

 

総
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
で
、
適
切
な
推
進
を
。

労働者の心身の健康確保へ

健康保持増進措置

●
Ｔ
Ｈ
Ｐ
の
推
進

●
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

●
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援

●
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
、
副
業
・
兼
業
の
促
進

●
高
年
齢
労
働
者
の
安
全
・
健
康
確
保

 

リ
ス
ク
を
踏
ま
え
た
健
康
確
保
措
置
と
健
康
保
持
増
進
措
置
を
総
合
的
に
推
進
。

 

マ
イ
ナ
ス
を
ゼ
ロ
に
す
る
取
組
か
ら
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
取
組
へ
。
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15

「健康」というゴールに向けて

Why

目標

目的

手段
（個々の取組み）

How

Why

How

抽象

具体

労働者の「健康」
肉体的・精神的・社会的に満たされた状態

肉体的な健康
→健診有所見率●●％減少
→プレゼンティーズムによる損失を●％減少

精神的な健康
→高ストレス者■■％減少

社会的な健康
→ワークエンゲージメントスコア▲▲％改善

・健診事後措置や保健指導の徹底
・集団分析結果に基づく職場環境改善
・多様で柔軟な働き方の導入
・社内イベントの開催 etc…

例えば...

「何をするか」（手段）だけでなく、
目的・目標・評価といった全体を俯瞰する視点が必要
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規則等の改正について3
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メンタルヘルス対策の推進3a
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ストレスチェックに関する特例の終了

常時50人以上の労働者を使用している事業者
今までは…

ストレスチェック実施の義務
R10.5.14までに施行

常時50人未満の労働者を使用している事業者も
ストレスチェック実施の義務※

一次予防 メンタルヘルス不調の未然防止

イメージ

小規模事業者が円滑に対応できるよう、50人未満の事業場に即した支援を進めている
 ストレスチェックの実施体制や手法についてのマニュアル作成
 医師による高ストレス者への面接指導の受け皿となる

地域産業保健センター（地さんぽ）の体制拡充 など…

二次予防 メンタルヘルス不調の早期発見・早期治療

三次予防 メンタルヘルス不調となった者への職場復帰支援

18
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50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

50人未満の事業場50人以上の事業場

外部委託産業医又は外部委託

産業医又は外部委託

実施結果の報告義務監督署への報告

ストレスチェック

医師の面接指
導

産業医選任（義務）

50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保

全国350の地域産業保健センター
の体制を強化、登録産業医が面接
指導を無料で実施

１人当たり数百円から千円程度（※）外部委託の場合、１人当たり数百円から千円程度（※）

外部委託の場合、高ストレス者１人当たり２万円程度（※）

50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現
実的で実効性のある実施体制・実施方法について マニュアルを作成

監督署への報告義務は課さない

（※）厚生労働省が、ストレスチェック関連
サービスを提供する健診機関等の外部
機関を対象に実施したアンケート調査
結果（令和６年）

労働者のプライバシー保護の観点
から、原則、外部委託を推奨
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熱中症に係る省令改正について3b
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厚生労働省は労働災害防止団体などと
連携し、５月から９月まで、「STOP
︕熱中症 クールワークキャンペーン
」を実施します。愛知労働局は、これ
に合わせパンフレット「熱中症を防ご
う︕」を作成し、熱中症予防の知識や
取り組むべき事項の周知を図っていま
す。

熱中症を防ごう︕ STOP︕熱中症 クールワークキャンペーン

令和６年、愛知労働局管内では、88件
の熱中症が発生しました。熱中症の発
生はＷＢＧＴ（暑さ指数）と明確に関
連しており、予防についても一定の科
学的アプローチが可能です。

※詳細は左記パンフレットを
ご覧ください
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改正内容について（労働安全衛生規則第612条の２）

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるお
それのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中
症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑
いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告
をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知さ
せなければならない。

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるお
それのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業から
の離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実
施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及
びその実施に関する手順を周知させなければならない。

判断する 対処する見つける

第１項

第２項
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改正内容について（労働安全衛生規則第612条の２）

報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や
双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努
めること。

⑴ 熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、
① 熱中症の自覚症状がある作業者
② 熱中症の恐れがある作業者を見つけた者

がその旨を報告するための体制（連絡先や担当者）を事業場ごとにあらかじめ
定め、関係作業者に対して周知すること

⑵ 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
① 作業からの離脱
② 身体の冷却
③ 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④ 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施
手順を事業場ごと にあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、
連続１時間以上又は１日４時間を超えて実施」が見込まれる作業
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治療と仕事の両立支援対策について3c
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治療と仕事の両立支援対策が
努力義務化へ

通達発出 令和7年6月11日 → 施行日 令和8年4月1日
【通達番号】

基発0611第1号
雇均発0611第1号

【発出者】
厚生労働省 労働基準局長
厚生労働省雇用環境・均等局長

【標題】
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業
生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職
業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律（令和
７年法律第63号）が公布されている。

なお、改正法の施行のために必要な関係政省令等は、今後、
労働政策審議会に諮り、その答申を得て制定される。
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第14次労働災害防止推進計画
【治療と仕事の両立支援対策】

「愛知労働局のホームページ」「２ 安全衛生を取り巻く現状と施策
の方向性 -（3）- ウ」

（産業保健活動関係）
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第１ 改正の概要
１－(2) 治療と就業の両立支援対策

ア 事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者に
ついて、就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防
止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者から
の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の
必要な措置を講ずるよう、努めなければならないものとすること。
（第27条の３第１項関係）

イ 厚生労働大臣は、アの措置に関して、その適切かつ有効な実施を
図るため必要な指針を定め、これを公表するものとすること。
（第27条の３第２項関係）

ウ イの指針は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第70条の
２第１項に規定する指針と調和が保たれたものでなければならな
いものとすること。

（第 27 条の３第３項関係）
エ 厚生労働大臣は、イの指針に従い、事業主又はその団体に対し、

必要な指導、援助等を行うことができるものとすること。
（第 27 条の３第４項関係）

改正通達の概要
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〜働く高齢者の特性に配慮した
エイジフレンドリーな職場づくり

を進めましょう〜
皆さんの職場は、高齢者が安心して働ける環境になっていますか 

働く高齢者が増加（60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍）

労働災害のうち60歳以上の労働者が占める割合は1/4以上
労働災害発生率は、若年層に比べ高年齢層で高い

労働災害が続けば人手不足を招くおそれも…

高齢者は
被災しやすい 

労働災害が
重症化しやすい 

安心して安全に働くことのできる職場づくりを 

エイジフレンドリーガイドライン（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガ
イドライン）を策定しました。（次ページ以降参照）

1
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事業者に求められる事項
高齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じ、実施可能な対策に取り組みましょう。
１ 安全衛生管理体制の確立

・企業の経営トップが取り組む方針を表明し、担当者や組織を指定します
・高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害発生リスクについて、災害事例

やヒヤリハット事例から洗い出し、対策の優先順位を検討します
・職場改善ツール「エイジアクション100」のチェックリストの活用も有効です→

２ 職場環境の改善

(1) 身体機能の低下を補う設備・装置の導入（主としてハード面の対策）
・高齢者でも安全に働き続けることができるよう、施設、設備、装置等の改善を検討し、

必要な対策を講じます

その他の例
・床や通路の滑りやすい箇所に防滑素材（床材や階段用シート）を採

用する
・熱中症の初期症状を把握できるウェアラブルデバイス等のIoT機器

を利用する
・パワーアシストスーツ等を導入する
・パソコンを用いた情報機器作業では、照明、文字サイズの調整、必

要な眼鏡の使用等により作業姿勢を確保する 等

通路を含め作業場所の照
度を確保する

🌷 対策の例🌷

階段には手すりを設け、可能な
限り通路の段差を解消する

防滑靴を利用させる

水分・油分を放置せず、
こまめに清掃する

解消できない危険箇所に
標識等で注意喚起

警報音等は聞き取りやすい中
低音域の音、パトライト等は
有効視野を考慮

涼しい休憩場所を整備し、通気性の
良い服装を準備する

不自然な作業姿勢をなくすよう作業台の高さや作業対象物の
配置を改善する

リフト、スライディングシート等を導
入し、抱え上げ作業を抑制

例えば
戸口に
段差が
ある時

エイジフレンドリーガイドラインの主な内容

2
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３ 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

(1) 健康状況の把握
・労働安全衛生法で定める雇入時および定期の健康診断を確実に実施します
・その他、以下に掲げる例を参考に、高年齢労働者が自らの健康状況を把握できるような

取組を実施するよう努めます

🌷 取組の例🌷

・労働安全衛生法で定める健康診断の対象になら
ない者が、地域の健康診断等（特定健康診査
等）の受診を希望する場合、勤務時間の変更や
休暇の取得について柔軟に対応します

・労働安全衛生法で定める健康診断の対象になら
ない者に対して、事業場の実情に応じて、健康
診断を実施するよう努めます

(2) 高年齢労働者の特性を考慮した作業管理（主としてソフト面の対策）
・敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮して、作業内容等の見直し

を検討し、実施します
・以下の例を参考に、事業場の実情に応じた優先順位をつけて改善に取り組みます

🌷 対策の例🌷

＜共通的な事項＞
・事業場の状況に応じて、勤務形態や勤務時間を工夫

することで高年齢労働者が就労しやすくします
（短時間勤務、隔日勤務、交替制勤務等）

マニュアル

○○○
○○○
○○○

・ゆとりのある作業スピード、無理のない作業姿勢等に
配慮した作業マニュアルを策定します

・注意力や集中力を必要とする作業について作業時間を考慮します
・身体的な負担の大きな作業では、定期的な休憩の導入や作業休止時間

の運用を図ります
＜暑熱な環境への対応＞
・一般に年齢とともに暑い環境に対処しにくくなるので、意識的な水分補給を推奨します
・始業時の体調確認を行い、体調不良時に速やかに申し出るよう日常的に指導します

＜情報機器作業への対応＞
・データ入力作業等相当程度拘束性がある作業では、個々の労働者の特性に配慮した無理の

ない業務量とします

夜勤の勤務時間見直しによる業務分散の例

見直し

夜勤日勤 日勤見直し前

夜勤日勤 日勤見直し後 夕勤

夕食介助 体位変換 朝食介助夜間排泄介助

16:30 21：00 9：30

離床介助 離床介助臥床介助

エイジフレンドリーガイドラインの主な内容

3
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体力チェックの一例 詳しい内容は→

(2) 体力の状況の把握
・高年齢労働者の労働災害を防止する観点から、事業者、高年齢労働者双方が体力の状

況を客観的に把握し、事業者はその体力にあった作業に従事させるとともに、高年齢
労働者が自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、主に高年齢労働者を対象とした
体力チェックを継続的に行うよう努めます

・体力チェックの対象となる労働者から理解が得られるよう、わかりやすく丁寧に体力
チェックの目的を説明するとともに、事業場における方針を示し、運用の途中で適宜
その方針を見直します

🌷 対策の例🌷

・加齢による心身の衰えのチェック項目（フレイルチェック）等を導入します
・厚生労働省作成の「転倒等リスク評価セルフチェック票」等を活用します
・事業場の働き方や作業ルールにあわせた体力チェックを実施します。この場合、安全作業

に必要な体力について定量的に測定する手法と評価基準は、安全衛生委員会等の審議を踏
まえてルール化するようにします

🌸 考慮事項🌸

・体力チェックの評価基準を設ける場合は、合理的な水準に設定し、安全に行うために必要
な体力の水準に満たない労働者がいる場合は、その労働者の体力でも安全に作業できるよ
う職場環境の改善に取り組むとともに、労働者も必要な体力の維持向上の取組が必要です。

(3) 健康や体力の状況に関する情報の取扱い
健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者

が講ずべき措置に関する指針」を踏まえた対応が必要です。
また、労働者の体力の状況の把握に当たっては、個々の労働者に対する不利益な取扱いを防ぐため、

労働者自身の同意の取得方法や情報の取扱方法等の事業場内手続について安全衛生委員会等の場を活
用して定める必要があります。

ガイドラインの概要エイジフレンドリーガイドラインの主な内容

4
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(1) 高年齢労働者に対する教育
・高齢者対象の教育では、作業内容とリスクについて理解させるため、時間をかけ、写

真や図、映像等の文字以外の情報も活用します
・再雇用や再就職等により経験のない業種、業務に従事する場合、特に丁寧な教育訓練を

行います

４ 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

(1) 個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた措置
脳・心臓疾患が起こる確率は加齢にしたがって徐々に増加するとされ
ており、高年齢労働者については基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働
時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講じます

🌸 考慮事項🌸

・業務の軽減等の就業上の措置を実施する場合は、高年齢労働者に状況を確認して、十分な
話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めます

(2) 高年齢労働者の状況に応じた業務の提供
健康や体力の状況は高齢になるほど個人差が拡大するとされており、個々の労働者の状況
に応じ、安全と健康の点で適合する業務をマッチングさせるよう努めます

🌸 考慮事項🌸

・疾病を抱えながら働き続けることを希望する高齢者の治療と仕事の両立を考慮します
・ワークシェアリングで健康や体力の状況や働き方のニーズに対応することも考えられます

(3) 心身両面にわたる健康保持増進措置
・「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」や「労働者の心の健康の保持増

進のための指針」に基づく取組に努めます
・集団と個々の高年齢労働者を対象として身体機能の維持向上に取組むよう努めます
・以下の例を参考に、事業場の実情に応じた優先順位をつけて取り組みます

🌷 対策の例🌷

・フレイルやロコモティブシンドロームの予防を意識した健康づくり活動を実施します
・体力等の低下した高年齢労働者に、身体機能の維持向上の支援を行うよう努めます

例えば、運動する時間や場所への配慮、トレーニング機器の配置等の支援を考えます
・健康経営の観点や、コラボヘルスの観点から健康づくりに取り組みます

５ 安全衛生教育

(2) 管理監督者等に対する教育
・教育を行う者や管理監督者、共に働く労働者に対しても、高年齢労働者に特有の特徴と

対策についての教育を行うよう努めます

🌸 考慮事項🌸

・身体機能の低下によるリスクを自覚し、体力維持や生活習慣の改善の必要性を理解するこ
とが重要です

・サービス業に多い軽作業や危険と感じられない作業でも、災害に至る可能性があります
・勤務シフト等から集合研修が困難な事業場では、視聴覚教材を活用した教育も有効です

転倒・腰痛防止視聴覚教材
〜転倒・腰痛予防！「いきいき健康体操」〜（動画）

他

エイジフレンドリーガイドラインの主な内容

5
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労働者に求められる事項
生涯にわたり健康で長く活躍できるようにするために、一人ひとりの労働者は、事業者が実
施する取組に協力するとともに、自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自らの健
康づくりに積極的に取り組むことが必要です。
個々の労働者が、自らの身体機能の変化が労働災害リスクにつながり得ることを理解し、労
使の協力の下、以下の取組を実情に応じて進めてください。
・自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康

や体力の維持管理に努めます
・法定の定期健康診断を必ず受けるとともに、法定の

健康診断の対象とならない場合には、地域保健や保
険者が行う特定健康診査等を受けるようにします

・体力チェック等に参加し、自身の体力の水準を確認
します

・日ごろからストレッチや軽いスクワット運動等を取
り入れ、基礎的体力の維持に取り組みます

・適正体重の維持、栄養バランスの良い食事等、食習
慣や食行動の改善に取り組みます

ストレッチの例
「介護業務で働く人のための腰痛予防の
ポイントとエクササイズ」より

エイジフレンドリーガイドラインの主な内容

好事例を参考にしましょう
取り組み事例を参考にして、自らの事業場の課題と対策を検討してください

厚生労働省ホームページ■

（先進企業） http:/ /www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000156041.html
（製造業） http:/ /www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/ roudou/gyousei/anzen/1003-2.html

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ■
http:/ /www.jeed.go.jp/elderly/data/statistics.html

エイジフレンドリー補助金

高齢者が安心して安全に働くための職場環境の整備等に要する費用を補助します
対象者 60歳以上の高年齢労働者を常時1名以上雇用する中小企業事業者
補助額 補助率2分の１、上限１００万円
対象経費 高年齢労働者の労働災害防止のための措置に関する経費

事業場規模、高年齢労働者の雇用状況等を審査の上、交付決定します
（全ての申請者に交付されるものではありません）
交付決定額が予算額に達した場合、申請期間中でも受付を締め切ります

■

■

高年齢労働者安全衛生対策機器実証事業
安全衛生対策を実証しその結果をまとめていますので、今後の安全衛生対策にご活用ください

※令和2年度の実証内容等の実証事業場の詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください

腰痛リスク低減対策（3件） 安全表示に関する取組 転倒防止に関する取組
歩行動揺計測 ＋ 歩行改善プログラム

※補助金の具体的な条件、応募手続き等の詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください

国による支援等

6
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高齢者の安全衛生対策について個別に相談したいときは

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣が認めた労働安全・労働
衛生のスペシャリストです。事業者の求めに応じて事業場の安全衛生診断等を行います。

６５歳超雇用推進プランナー・高年齢者雇
用アドバイザーは、全国のハローワークと
連携して、企業の高齢者雇用促進に向けた
取組を支援しています 

各企業の実情に応じて、以下の項目に対する専門的
かつ技術的な相談・助言を行っています。
●人事管理制度の整備に関すること
●賃金、退職金制度の整備に関すること
●職場の改善、職域開発に関すること
●能力開発に関すること
●健康管理に関すること
●その他高年齢者等の雇用問題に関すること

相談・助言 無料

〇お近くのお問合せ先は、高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ（http://www.jeed.go.jp）から
ご覧いただけます。
〇「65歳超雇用推進事例サイト（https://www.elder.jeed.go.jp/）」 により、65歳を超える人事制度を導入
した企業や健康管理・職場の改善等に取り組む企業事例をホームページにて公開しています。

機構ＨＰはこちら

労働災害防止団体が中小規模事業場に対して、安全衛生に関する知識・経験豊富な専門職員を派遣して、
高年齢労働者対策を含めた安全衛生活動支援を無料で行います。

現場確認
専門職員が２時間程度で現場確認とヒアリングを行い、
事業場の安全衛生管理状況の現状を把握します。

結果報告
専門職員が現場確認の結果を踏まえたアドバイスを行います。
 転倒、腰痛、墜落・転落災害の予防のアドバイスを行います。
 現場巡視における目の付け所のアドバイスを行います。
 災害の芽となる「危険源」を見つけ、リスク低減の具体的方法をお伝えします。

中小規模事業場 安全衛生サポート事業 個別支援

労働災害防止団体 問い合わせ先
・中央労働災害防止協会
・建設業労働災害防止協会
・陸上貨物運送事業労働災害防止協会
・林業・木材製造業労働災害防止協会
・港湾貨物運送事業労働災害防止協会

技術支援部業務調整課
技術管理部指導課
技術管理部
教育支援課
技術管理部

03-3452-6366 （製造業、下記以外の業種関係）
03-3453-0464 （建設業関係）
03-3455-3857 （陸上貨物運送事業関係）
03-3452-4981 （林業・木材製造業関係）
03-3452-7201 （港湾貨物運送事業関係）

高齢者の戦力化のための条件整備について個別に相談したいときは

【問い合わせ先】 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
電話 03-3453-7935 ホームページ https://www.jashcon.or.jp/contents/

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントによる安全衛生診断

有料

高年齢労働者の労働災害防止対策についての情報は厚生労働省ホームページに掲載しています
7
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「エイジフレンドリーな職場づくり」に併せて

高年齢者の意欲や能力に応じた７０歳までの就業機会の確保に努めましょう！

６５歳までの雇用確保（義務）

●７０歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、再就職援助措置・多数離職届等
の対象に６５歳以上７０歳未満で離職する者も対象に追加されました。

以下の①〜⑤のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）を講じるよう努める必要があります（努力義務）

①７０歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③７０歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入
（特殊関係事業主に加え、他の事業主によるものを含む）
④７０歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤７０歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

◆６０歳未満の定年禁止

①６５歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③希望者全員の６５歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）
の導入（特殊関係事業主（子会社・関連会社等）によるものを含む）

◆６５歳までの雇用確保措置

◎６５歳までの雇用確保措置（義務）に加えて、７０歳までの就業確保措置（努力義務）があります

７０歳までの就業確保（努力義務）

◆７０歳までの就業確保措置

お問い合わせ先 ： 愛知労働局職業対策課（TEL：052-219-5507）、または県下のハローワーク

高年齢者雇用安定法

「創業支援等措置」

※ ④、⑤は雇用によらない「創
業支援等措置」といい、この措置
を行うには、施行規則で定める事
項を記載した計画を作成し、過半
数組合等の同意を得た上で措置
を導入する必要があります。

（Ｒ7.6）8

愛知労働局ホームページ

パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせ先：愛知労働局雇用環境・均等部指導課（０５２− ８５７− ０３１２）

Ｑ パートタイム・有期雇用労働法の同一労働同一賃金の考え方は、当社の定年年齢を超えた社員にも適用されるのでしょうか。

１ 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な

待遇差を設けることが禁止されました。ガイドライン（指針）において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示
します。

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるよう

になりました。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

３ 裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ) の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行っています。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ＡＤＲの対象となります。

Ａ 適用されます。正社員とパート・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差は労働者の年齢に関わらず禁止されています。
待遇の差の理由が「高齢だから」だけでは「不合理ではない」とはいえないでしょう。

Ｑ 正社員を定年退職した人を引き続き嘱託（有期契約社員）として雇用する場合、正社員だった時より賃金を引き下げると問題

になるでしょうか。

Ａ 正社員だった時と職務の内容や働き方に全く変更がないにも関わらず、「正社員でなくなったから」という理由だけで待遇
を下げるのは「不合理ではない」とはいえないでしょう。賃金を変更するには、正社員と契約社員との職務の内容や働き方
の違いを明確にし、職務の内容や働き方が変更されたことに伴って賃金が改訂されたことがきちんと説明できるようにする
必要があります。

パートタイム・有期雇用労働法のポイント

パート タ イ ム・ 有期雇用労働法（ 令和３ 年４ 月全面施行） ※中小企業にも 適用さ れまし た

雇用形態に関わらない公正な待遇確保についても点検を！
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令和７年度（２０２５年度）版中小企業事業者の皆さまへ

高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や専門家による指導を受けるための経費の一部を
補助します。
高年齢労働者の雇用状況や対策・取組の計画を審査の上、効果が期待できるものについて、補助
金を交付します。全ての申請者に補助金が交付されるものではありません。

補助金申請受付期間 令和７年５月15日〜令和７年10月31日

「令和７年度エイジフレンドリー補助金」のご案内

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会

対象事業者補 助 対 象安全衛生対策コース名
・中小企業事業者（詳し

くは５ページ）

・１年以上事業を実施
していること

・役員を除き、自社の
労災保険適用の高年
齢労働者（60歳以
上）が常時１名以上
就労していること

・高年齢労働者が対策
を行う作業に就いて
いること

・労働安全衛生の専門家によるリスクアセスメン
トに要する経費

・リスクアセスメント結果を踏まえた、優先順位
の高い労働災害防止対策に要する経費（機器等
の導入、工事の施工等）

Ⅰ 総合対策コース
・補助率 ４／５
・上限額 １００万円（消費税を除く）

詳細は ３ ページ

・高年齢労働者の身体機能の低下を補う設備・装
置の導入その他の労働災害防止対策に要する経
費（機器等の導入、工事の施工等）

Ⅱ 職場環境改善コース
・補助率 １／２
・上限額 １００万円（消費税を除く）

詳細は ３ ページ
・熱中症の発症リスクの高い高年齢労働者の熱中

症予防対策に要する経費（機器の導入等）
熱中症予防対策プラン

詳細は ４ ページ

・中小企業事業者（詳し
くは５ページ）

・１年以上事業を実施
していること

・役員を除き、自社の
労災保険適用の労働
者（年齢要件なし）
が常時１名以上就労
していること

・労働者の転倒災害防止のため、専門家による身
体機能のチェック及び専門家による運動指導を
受けるために要する経費 （役員を除き、５人以上の
自社の労災保険適用労働者に対する取組に限ります）

転倒
防止

Ⅲ 転倒防止・腰痛予
防のための運動指
導コース

・補助率 ３／４
・上限額 １００万円

（消費税を除く）

詳細は ４ ページ

・労働者の腰痛災害の予防のため、専門家による
身体機能のチェック及び専門家による運動指導
を受けるために要する経費 （役員を除き、５人以上
の自社の労災保険適用労働者に対する取組に限ります）

腰痛
予防

・事業所カルテや健康スコアリングレポートを活
用したコラボヘルス等、労働者の健康保持増進
のための取組に要する経費（役員を除き、自社の労
災保険適用の労働者に対する取組に限ります）

Ⅳ コラボヘルスコース
・補助率 ３／４
・上限額 ３０万円（消費税を除く）

詳細は ４〜５ ページ
【注意事項】
・補助金の交付は１年度につき１回までです。また、過去に補助を受けている場合、同様の対策への補助は受けられ

ません。
・複数コース併せての申請はできません。
・コースごとに予算額を定めています。
・その他、交付申請や実績報告・支払請求の注意事項は２ページ５〜６ページや、厚生労働省ウェブサイトをご確認

ください。

この補助金は、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会（以下「コンサルタント会」という。）が補助事業の実施
事業者（補助事業者）となり、中小企業事業者からの申請を受けて審査等を行い、補助金の交付決定と支払を実施します。

【注意】予算額に達した場合は、受付期間の途中であっても申請受付を終了することがあります
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②

審

査

③

交
付
決
定

⑤

補
助
対
象
の
取
組
（
機
器
等

の
導
入
・
工
事
の
施
工
・

運
動
指
導
等
、
コ
ラ
ボ
ヘ

ル
ス
等
）
の
実
施
、
完
了

⑥

事
業
者
が
支
払
請
求
書
類
を

提
出

⑦

補
助
金
確
定

⑧

補
助
金
交
付

■は事業者が実施します。■は事務センターが実施します。

★ ① 申請書類提出から③ 交付決定まで概ね２ヵ月を要します。十分な時間の余裕をもって申請してください。

約２カ月

職場環境改善コース、転倒防止・腰痛予防のための運動指
導コース、コラボヘルスコースの補助金申請の流れ

※ 原則として「リスクアセスメント関係」と「労働災害防止関係」について、それぞれ交付申請が必要です（それぞれ審査、
交付決定の手続があります）。

※ 補助金の支給請求（経費の精算）は、「⓬ 事業者が支払請求書類提出」の際に、「リスクアセスメント関係」と「労働災
害防止対策関係」の書類を一括して提出してください。なお、「⑥ 専門家がリスクアセスメント実施結果証明書を事業者
に発行」後に、労働災害防止対策関係の取組を実施しないことにした場合や、「❽ 審査」の結果、労働災害防止対策関係
の補助について不交付の決定をされた場合は、「リスクアセスメント関係」のみ補助金の支払請求（精算）を行ってくださ
い。

総合対策コースの補助金申請の流れ
■は事業者が実施します。 ■専門家が実施します。 ■は事務センターが実施します。

リスクアセスメント関係 労働災害防止対策関係 精算関係

①

事
業
者
が
交
付
申
請
書
類
を
提
出

（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
施
計
画

や
経
費
の
見
積
等
を
添
付
）

②

審

査

③

交
付
決
定

④

事
業
者
が
業
者
に
発
注

（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
関
係
）

⑤

専
門
家
が
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

を
実
施
・
完
了

⑥

専
門
家
が
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

実
施
結
果
書
を
事
業
者
に
発
行

❼

事
業
者
が
交
付
申
請
書
類
提
出

（
⑥
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
結
果

を
も
と
に
、
労
働
災
害
防
止
対
策

の
実
施
計
画
や
見
積
等
を
添
付
）

❽

審

査

❾

交
付
決
定

❿

事
業
者
が
業
者
に
発
注

（
労
働
災
害
防
止
対
策
関
係
）

⓫

補
助
対
象
の
取
組
（
機
器
等
の
導

入
・
工
事
の
施
工
等
）
の
実
施
、

完
了

⓬

事
業
者
が
支
払
請
求
書
類
を
提
出

⓭

補
助
金
確
定

⓮

補
助
金
交
付

労働災害防止対策関係を実施しない

「リスクアセスメント関係」のみの精算を行ってください

労働災害防止対策関係が不交付決定

約２カ月約１カ月 必ず③の後に開始 必ず❾の後に開始

★ 総合対策コースの手続きは、
「リスクアセスメント関係」
と「労働災害防止対策関係」
の２つの手続きがあり、他の
コースより時間を要します。

①

事
業
者
が
交
付
申
請
書
類
を

提
出

④

事
業
者
が
業
者
に
発
注

必ず③の後に開始

※共通の注意事項※
・この補助金の交付を受けるためには、補助金の交付申請後、審査を経て「交付決定」された後に、決定に従っ

て取組を開始（専門家による指導、機器の購入、設備等の工事を発注）していただく必要があります。交付決
定日より前に取組を開始（発注）していた場合は、補助金をお支払いすることができませんので十分注意して
ください。

・また、交付決定を受けた取組のすべてが完了する前（着手時点など）に業者等に代金等を支払った場合（いわ
ゆる「前払い」）についても、補助金をお支払いすることができません。交付決定を受けた取組のすべてが完
了した後に業者に代金等を支払い、その上で、期限までに実施報告と補助金の支払い申請を行ってください

-187-



3

60歳以上の高年齢労働者が安全に働くことができる環境の整備のため、高年齢労働者の身体機能の低下を補う
設備・装置の導入その他の労働災害防止対策に要する経費（機器等の導入や工事の施工等）を補助します。

（ウ） 熱中症防止対策

★ 熱中症防止対策については４ページをご確認ください。

●具体的には、次のような労働災害防止対策の取組が対象となります●
（ア） 転倒・墜落災害防止対策

作業場所の床や通路のつまずき防止のための対策(作業場所の床や通路の段差解消)
作業場所の床や通路の滑り防止のための対策

（水場等への防滑性能の高い床材・グレーチング等の導入、凍結防止装置の導入）
転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入
階段の踏み面への滑り防止対策
階段への手すりの設置
高所作業台の導入（自走式は含まず。床面から２ｍ未満の物）

（イ） 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策（動作の反動・無理な動作対策）

不自然な作業姿勢を解消するための作業台等の設置
重量物搬送機器・リフトの導入（乗用タイプは含まず）
重筋作業を補助するパワーアシストスーツの導入
介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
介護職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)の修得のための教育の実施

（エ） その他の高年齢労働者の労働災害防止対策
業務用車両への踏み間違い防止装置の導入

★ 対象の高年齢労働者が補助対象に係る業務に就いていることが条件です。
★ 個人が着用する機器や装備（例えばアシストスーツ、体温を下げるための機能のある服等）の導入については、対

策に関わる高年齢労働者の人数分に限り補助します。
★機器を複数の作業場所で利用する場合でも、補助は機器を使用する高年齢労働者の人数分が上限となります。

Ⅱ 職場環境改善コース 【対象︓60歳以上の労働者】

階段への手すりの設置

労働者の転倒災害（業務中の転倒による重傷）を防止しましょう 検索

（URL ttps://www.mhlw.go.jp/content/001101299.pdf ）

転倒防止対策
リーフレット

Ⅰ 総合対策コース 【 対象︓60歳以上の労働者】

水場における防滑性能
の高い床材等の導入

従業員通路への
凍結防止装置の導入

滑りにく
いグレー
チング
の導入

アシスト
スーツの導入

移乗介助サポート
機器の導入

重量物搬送機器
の導入

60歳以上の高年齢労働者が安全に働くことができる環境の整備のため、労働安全衛生に係る専門家による、高
年齢労働者の特性を考慮したリスクアセスメントを受けるに当たって必要な経費と、その結果を踏まえ実施する
優先順位の高いリスクの低減措置（機器等の導入や工事の施工等）に要する経費を補助します。

• 高年齢労働者の具体
的な労働災害防止対
策が分からない。

• リスクアセスメント
の正しい実施方法が
分からない。

※専門家の要件は、厚生労働省ホームページに掲載しているQ&A（10ページ目の問20）をご覧ください→

事
業
主

（ア） 専門家による、高年齢労働者の労働災害の防止のためのリ
スクアセスメントを受ける

（イ）（ア）のリスクアセスメント結果を踏まえた優先順位の高い
労働災害防止対策を事業者が実施する

補助対象となる取組

・（ア）及び（イ）の交付申請はそれぞれ必要です（詳細は２ページをご確認ください）。
・（ア）及び（イ）の実施は、それぞれの交付決定後に行ってください。
・（ア）のみを実施した場合も補助対象となります。

• 高年齢労働者の特性
に配慮したリスクア
セスメントを実施し、
その結果を踏まえた
優先順位の高い労働
災害防止対策を提案
します。

専
門
家

防滑性能
の高い床
材の施工
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職場環境改善コース（熱中症予防対策プラン）
【対象︓60歳以上の労働者】

60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装
置（機器等の導入・工事の施工等）の導入に要する経費を補助対象とします

補助対象
屋外作業等における体温を下げるための機能のある服や、スポットクーラー等、その他労働者の体表面の冷却
を行うために必要な機器の導入
屋外作業等における効率的に身体冷却を行うために必要な機器の導入

→屋外作業等とは、屋外もしくは、労働安全衛生規則第606条の温湿度調整を行ってもなお室温31℃又は湿球
黒球温度(WBGT) 28℃を超える屋内作業場での作業をいいます。
（温湿度調整を行っても、室温31℃又は湿球黒球温度(WBGT)28℃を下回らないことを説明いただく必要があります。

例えば、炉があるため空間全体での温湿度調整ができない等の理由が考えられます）

【体表面の冷却を行うために必要な機器の具体例】
・体温を下げるための機能のある服や装備
・作業場又は休憩場所に設置する移動式のスポットクーラー（熱排気を屋外等へ逃がすことができるもの、標準使

用期間が５年以上のものに限る）等
【効率的に身体冷却を行うために必要な機器の具体例】
・アイススラリーを冷やすための専用の冷凍ストッカー

（－20℃程度のもの、最大は400Lまで）
※アイススラリー、スポーツドリンク、保冷剤等は対象となりません。

熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器（ウエアラブルデバイス）に
よる健康管理システムの導入

（使用者本人のみに通知があるものではなく、通信機能により集中的な管理ができる
機能を備えるもの。なお、ウェアラブルデバイスは熱中症に関する異常を感知することを
目的とし、深部体温を推定できる機能を有するものに限る）
日本産業規格 JIS Z 8504 及び JIS B 7922 に適合した WBGT 指数計の導入

（１事業者につき１点まで）

Ⅲ 転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース 【対象︓全ての労働者】
労働者の身体機能低下による転倒災害や腰痛災害（行動災害）を防止するため、専門家（※）による身体機能の
チェック及び専門家による運動指導に要する経費を補助します（役員を除き、５人以上の自社の労災保険適用労
働者に対する取組に限ります）

補助対象となる取組
① 専門家を事業場に招き、対象労働者

に対する身体機能のチェック評価を
受ける

② 専門家が、①の 結果に基づき、対
象労働者に対して運動指導（対面指
導）を実施する

③ ②の効果の確認のため、専門家によ
る対象労働者の身体機能の改善等の
チェックを受ける。

※ 専門家とは・・・理学療法士、健康運動指導士、等
※注意事項※
・転倒防止、腰痛予防について、それぞれ申請様式が違います。また、

①の指定チェック項目も違いますので様式等をご確認ください。
・補助対象となる取組について、左記の①〜③をすべて実施していただ

く必要があります。
・①や②を複数回実施する場合も補助対象となります。（例えば、①を

１回実施後、②を３回実施し、最後に③をした場合、全ての取組が補
助対象となります。）

・①〜③の実施について、安全性を確保するため、専門家との対面によ
る実施に限ります（オンライン開催不可）。

・物品の購入（動画の作成を含む）は認められません。
・支払請求書類等を提出いただく際は、交付申請のとおり実施した証明

として、実施状況がわかる写真や身体機能のチェック結果の写し（10
名分）を提出していただきますので、実施の際は記録やそれらの記録
の紛失が無いように、ご留意ください。

事業主健診情報が保険者に提供されていることが補助の前提です
コース内容は、次ページへ

Ⅳ コラボヘルスコース 【対象︓全ての労働者】
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備考・注意点取組の詳細補助対象となる取組
・産業医、保健師、精神保健福祉士、

公認心理師、労働衛生コンサルタ
ント等によるもの

・専門家との対面による実施に限り
ます（オンライン開催不可）。

健康診断結果等を踏まえた禁煙指導、メ
ンタルヘルス対策等の健康教育、研修等
※ メンタルヘルス対策は健康スコアリングレ

ポート等に基づく他の健康教育等とセットで
申請する必要あり

※ 腰痛予防を目的とした運動指導は別コース

健康教育・研修等

・システム導入の初期費用のみ
・ＰＣの購入は対象外

健康診断結果等を電磁的に保存及び管理
を行い、事業所カルテ・健康スコアリン
グレポートの活用等によりコラボヘルス
を推進するためのシステムの導入

システムの導入

・健康診断、歯科健康診断、身体機
能のチェックの経費は対象外

・専門家との対面による実施に限り
ます（オンライン開催不可）。

栄養指導、保健指導等の労働者への健康
保持増進措置

栄養・保健指導

コラボヘルス︓医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、
労働者に対する健康づくりを効果的・効率的に実行すること。

事業者・労働者
（被保険者）

医療保険者
(協会けんぽ等)健康診断実施機関

事業主健診情報の提供

事業主健診情報の提供

データ提供の依頼・同意等

・健康スコアリングレポートや
事業所カルテの提供

・健診情報を活用した保健事業の提供

申請に当たって必要な資料
①︓医療保険者から提供される「健康スコアリングレポート」や「事業所カルテ」の写し

※１︓申請企業・法人名の記載があるもの
※２︓労働者数が少ない等で「事業所カルテ」等の提供を受けられない場合は、

健診結果を保険者に提供することについての、健診機関への同意書・契約書などを
提出いただく必要があります。詳細はＨＰをご確認ください。

②︓取組内容がわかる資料
研修資料や、システムの詳細等を示した資料が必要です。詳細はＨＰをご確認ください。

【参考】対象となる中小企業事業者の範囲
資本金又は
出資の総額 ※１

常時使用する
労働者数 ※１業 種

５,０００万円以下５０人以下小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業小売業

５,０００万円以下１００人以下医療・福祉（※２）、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サー
ビス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業などサービス業

１億円以下１００人以下卸売業卸売業

３億円以下３００人以下製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業などその他の業種

※１ 常時使用する労働者数、または資本金等のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。
※２ 医療・福祉法人等で資本金・出資がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。

交付申請書類受付期限 令和７年１０月３１日（当日消印有効）
支払請求書類受付期限 令和８年 １ 月３１日（当日消印有効）

「① 交付申請書類」「⑥ 支払請求書類」はエイジフレンドリー補助金事務センターのホームペー
ジからダウンロードしてください（申請書類の郵送やメール送付は行っておりません）
対象となる対策の具体例、補助の対象とならないもの等、詳細についてはホームページ内にある
Ｑ＆Ａにまとめていますので、申請前に必ずご確認ください
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一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
「エイジフレンドリー補助金事務センター」
（ホームページ https://www.jashcon-age.or.jp）

〒１０５－００１４ 東京都港区芝１－４－１０ トイヤビル５階
エイジフレンドリー補助金事務センター

交付申請書類は「申請担当」宛へ、支払請求書類は「支払担当」宛へお送りください

申請書類は郵送または宅配便で送付ください（メールでの申請はできません）
封筒に消印が確認できない料金別納・料金後納や、受付日の確認できない宅配便では

送付しないでください

関係書類
送付先

（郵送の場合）

支払担当申請担当
お問合せ先 電 話︓０３（６８０９）４０８５

ＦＡＸ︓０３（６８０９）４０８６
電 話︓０３（６３８１）７５０７
ＦＡＸ︓０３（６８０９）４０８６

平日１０︓００〜１２︓００/１３︓００〜１６︓００
（土日祝休み、平日１２︓００〜１３︓００は電話に出ることができません）

＜８月１２日〜８月１５日（夏季休暇）、１２月２９日〜１月３日（年末年始）を除く＞
受付時間

５.安全衛生教育
• 労働者と関係者に高年齢労働者に特有の特徴と対策についての教育を行うよう努めます。
(再雇用や再就職等で経験のない業種、業務に従事する場合、特に丁寧な教育訓練を行います。)

参考︓職場改善ツール
「エイジアクション100」チェックリスト

参考︓エイジフレンドリーガイドライン
(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)

ポイント
１.安全衛生管理体制の確立

• 経営トップ(社長など)が高年齢労働者の労働災害
防止対策に取り組む方針を表明し、対策の担当者
を明確化します。

• 高年齢労働者の身体機能の低下等に
よる労働災害発生リスクについて、
災害事例やヒヤリハット事例から
洗い出し、優先順位をつけて２以降
の対策を実施します。

２.職場環境の改善

• 身体機能の低下を補う設備・装置の導入等改善
を行います (ハード面の対策)

• 敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労働者
の特性を考慮して作業内容の見直しを行います
(ソフト面の対策)

３.高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

• 事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の
体力の状況を客観的に把握し、必要な対策を行う
ため、主に高年齢労働者を対象とした体力チェッ
クを継続的に行うよう努めます。

体力チェック例(転倒等リスク評価セルフチェック票) 

４.高年齢労働者の健康や体力に応じた対応

• 個々の労働者の状況に応じ、安全と健康の点で適
合する業務をマッチングさせるよう努めます。

• 「事業場における労働者の健康保持増進のための
指針（THP指針） 」に基づく取組に努めます。

• 集団及び個々の高年齢労働者を対象として、身体
機能の維持向上のための取組を実施することが望
まれます。
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センタ ー名 住所 電話 FAX 対象地域 監督署

名古屋北
地域産業保健セン タ ー

名古屋市東区葵1-4-38
名古屋市医師会館内

（ 052）
979-230 3

（ 052）
979-2305

東区・ 北区・ 中区・ 守山区 名古屋北

名古屋東
地域産業保健セン タ ー

千種区・ 昭和区・ 瑞穂区・
熱田区・ 緑区・ 名東区・ 天白区・
豊明市・ 日進市・ 愛知郡

名古屋東

名古屋南西
地域産業保健セン タ ー

中川区・ 港区・ 南区・ 中村区・
西区・ 清須市・ 北名古屋市・
西春日井郡

名古屋南
名古屋西

一宮
地域産業保健セン タ ー

一宮市貴船町3-2
一宮市医師会館内

（ 0586）
71-7531

（ 0586）
72-1447

一宮市・ 稲沢市 一宮

瀬戸
地域産業保健セン タ ー

瀬戸市西長根町10
瀬戸旭医師会館内

（ 0561）
84-1139

（ 0561）
84-5776

瀬戸市・ 尾張旭市・ 長久手市 瀬戸

知多
地域産業保健セン タ ー

半田市神田町1-1
半田市医師会健康管理セン タ ー内

（ 0569）
27-8099

（ 0569）
27-8098

半田市・ 常滑市・ 東海市・
知多市・ 大府市・ 知多郡

半田

春日井・ 小牧
地域産業保健セン タ ー

春日井市鷹来町1-1-1
春日井市総合保健医療セン タ ー内

（ 0568）
82-990 0

（ 0568）
82-8308

春日井市・ 小牧市 名古屋北

尾張北部
地域産業保健セン タ ー

丹羽郡大口町下小口6-122-2
尾北医師会館内

（ 0587）
95-7020

（ 0587）
95-7021

江南市・ 犬山市・ 岩倉市・
丹羽郡

江南

海部津島
地域産業保健セン タ ー

津島市藤浪町4-14
津島市医師会休日急病診療所内

（ 0567）
24-760 0

（ 0567）
25-7522

津島市・ 愛西市・ 弥富市・
あま市・ 海部郡

津島

東三河
地域産業保健セン タ ー

豊橋市中野町字中原100-3
豊橋市医師会館内

（ 0532）
45-4911

（ 0532）
46-3656

豊橋市・ 豊川市・ 蒲郡市・
新城市・ 田原市・ 北設楽郡

豊橋

岡崎
地域産業保健セン タ ー

岡崎市竜美西1-9-1
岡崎市医師会公衆衛生セン タ ー内

（ 0564）
52-1665

（ 0564）
52-1665

岡崎市・ 額田郡 岡崎

刈谷
地域産業保健セン タ ー

刈谷市一色町3-5-1
刈谷医師会館内

（ 0566）
62-530 5

（ 0566）
62-5306

刈谷市・ 碧南市・ 安城市・
知立市・ 高浜市

刈谷

豊田加茂
地域産業保健セン タ ー

豊田市西山町3-30-1
豊田加茂医師会館内

（ 0565）
33-2655

（ 0565）
33-2694

豊田市・ みよ し 市 豊田

西尾
地域産業保健セン タ ー

西尾市熊味町小松島32
西尾市保健センタ ー内

（ 0563）
57-7700

（ 0563）
57-1851

西尾市 西尾
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参加費

無料

　 安全経営あいち 推進大会　 2025 検索

2020年より 現職に就任。
理念経営の推進により 個

を 覚醒さ せ、 右肩上がり
の未来を拓く 。

2020年よ り 現職に就任。
労働者の安全確保をベース
にモビリ ティ の未来を 支え

る 企業を目指す。

水 13:30-16:00 

N i t e r r a日 本 特 殊 陶 業

市 民 会 館 ビ レ ッ ジ ホ ール
名古屋市中区金 山一 丁目 5番1号

異
業
種
交
流

異
業
種
交
流

　
対
談

　
対
談

SPSP
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各企業の考え、 取組みを理解出来て大変参考

になり 、 新たな価値の創造へのヒ ント になり

まし た。                           （ 製造業・ 経営者）

会社と し て役員はじ めすべての関係者が取組

に参加し 成長すべき と 感じ まし た。

                                                  （ 製造業・ 役員）

異業種の会社の取組が分かり 、 新鮮な情報を

得るこ と ができ まし た。  （ 製造業・ 経営者）

実勢に即し た内容の講演等を拝聴さ せていた

だき、 有意義な時間でし た。

                                               （ 小売業・ その他）

自社でも 安全経営を浸透さ せていけば会社の

成長につながると 感じ まし た。

                                               （ 製造業・ 管理職）

過去大会参加者数延べ

（ Web参加含む）
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愛知県最低賃金

令和７年10月18日から

時間額

円

最低賃金は、働く人と雇う人のためのルールです！

に改正されます

最低賃金は、
どういうもの…………？
適用される労働者は…？
対象となる賃金は……？
チェック方法は………？
どのように決まるの…？

最 低 賃 金
特 設 サ イ ト

最低賃金に関する情報が
幅広くまとめられています

※

今年は、最低賃金額と、効力発生日

両方必ずチェック！
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中小企業等多く の 皆さ ま に 活用し て い た だ け る よ う 、業務改善助成金の 対象事業所の 範囲

を 拡充し ま す。具体的に は 、事業場内最低賃金が 、改定後の 地域別最低賃金未満ま で の 事業

所が 、地域別最低賃金の 改定日の 前日ま で に、賃金を 引き 上げる 場合について も 、助成を 受

け る こ と が出来ま す。

９ 月５ 日か ら 対象事業所を 拡充

令和７ 年度業務改善助成金を 一部変更し ま す

ま た 、最低賃金の 影響を 強く 受け る 中小企業等が 活用し やすく な る よ う 、特例的に、賃金引

上げ計画の事前提出につい て も 省略を 可能と し ま す。

事業場内最低賃金と 地域別最低賃金の差額が5 0 円以内 の事業所が対象

事業場内最低賃金が X ＋5 0 円ま で の

事業所が 対象と な り ま す。

＜例︓地域別最低賃金が改定前 X 円、改定後 X+63円（引上額63円）の場合＞

事業場内最低賃金がX ＋5 1 円～ X ＋6 2 円

までの事業所が対象と なり ま す！
※ 事業場内最低賃金が改定後地域別最低賃金と 同額の場

合は対象外

事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満ま で の事業所が対象

従 来

拡 充

拡 充 の ポ イ ン ト

① 対 象 事 業 場 の 拡 大

改定前の地域別最低賃金X 円

X＋50円

対象範囲

（ 50円）

（ A社） 事業場内最低賃金（ X＋55円）

（※）X 円〜 X＋50円の事業者のみが申請対象

（ A社） 事業場内最低賃金

（ X＋55円）

X ＋63円

（※）X＋51円〜 X＋62円の事業者も申請対象となる

（ B社） 事業場内最低賃金

（ X＋30円）

X＋50円

X 円 改定前の地域別最低賃金

改定後の地域別最低賃金

（ B社） 事業場内最低賃金（ X＋30円）〇

×

〇

〇

対象範囲の拡充
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業務改善助成金について ご 不明な 点は、

業務改善助成金コ ールセン タ ーま でお問い 合わせく だ さ い。

電話番号：0 1 2 0 -3 6 6 -4 4 0 （受付時間 平日 ９ :０ 0 ～1 7 :０ ０ ）

お問い合わせ

（R 7 .8 ）

② 賃 金 引 上 げ 後 の 申 請

従 来

必要な 手続き ：申請書や見積書のほか に、以下の 書類の提出が 必要です。

・賃金引上げ計画

・事業実施計画（設備投資等の計画）

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象になり ません。

• 事業所での賃金引上げ日から 地域別最低賃金の発効日までに勤務実績がないこ と によ り 、賃金引上げの実施を確

認でき ない場合は、当該労働者を賃金引上げ対象者に含める こと はでき ません。

• 申請におかれましては、必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認く ださ い。

• 申請期限は、申請事業所に適用さ れる 地域別最低賃金改定日の前日です。

• 予算の範囲内で交付する ため、申請期間内に募集を終了する 場合があり ます。

• 同一事業所の申請は年度内１回までです。

事業実施計画 賃上げ計画 を提出し、計画の審査
を受けま す。

（審査の上、交付決定を受けたら ）

・計画に基づく 賃上げの実施

・計画に基づく 設備投資等の実施

拡 充

賃金引上げ後の申請は不可

賃金引上げ計画の事前提出について省略可能

令和７ 年９ 月５ 日から 令和７ 年度当該地域の最低賃金改定日の前日ま で（※）に賃金

引上げを 実施して いれば、賃金引上げ計画の提出は不要と な り ま し た

申請前に賃金引上げ計画を 立て 、申請後に賃金を 引き 上げる 必要があ り ま す

必要な 手続き ：申請書や見積書のほか に、以下の 書類の提出が 必要です。

・賃金引上げ結果

・事業実施計画（設備投資等の計画）

賃上げ結果事業実施計画

交付申請書・事業実施計画な

ど を事業場所在地を管轄す

る 都道府県労働局に提出

審 査 ・
交 付 決 定

交付決定後、提出

した計画に沿って

事業実施

労働局に事業実施

結果を報告
審 査

支
給

助 成 金 支 給 ま で の 流 れ

注 意 事 項

※同期間以外の賃金引上げは一切対象と な り ま せんので ご 注意下さ い 。

を提出し、計画の審査
を受けます。

（審査の上、交付決定を受けたら ）

・計画に基づく 設備投資等の実施
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• 賃上げと 設備投資等を 含む生産性向上に 資す

る 計画の 作成が 必要

• 中小企業が 利用可能

• 助成額は、賃金の 引上げ額、引上げ労働者数

等によ っ て 決定

• 交付決定を 受け た 後に設備投資等を 行う

賃 上げ ＋ 設備 投資活用のポ イン ト

の 支 援 策

厚生労働省は事業主の皆さ ま の賃上げを 支援し て いま す

賃金引上げ
事 業 主 の 皆 さ ま へ

助成上限額賃上げコ ース 区分

3 0 ～13 0 万円3 0 円コース

4 5 ～18 0 万円4 5 円コース

6 0 ～3 0 0 万円6 0 円コース

9 0 ～6 0 0 万円9 0 円コース

業務改善助成金

事業場内最低賃金を 引き 上げ、設備投資等を 行った 中小企業等に、その費用の一部を 助成し ま す。

中小企業で 働く 労働者の 賃金引上げの た めの生産性向上の取組が 支援対象です。

• 賃金規定等の 増額改定に関する キ ャ リ アアッ

プ計画の 作成が 必要

• 中小企業、大企業ど ち ら も 利用可能

• 原則、事業所内全て の 非正規雇用労働者の 賃

金規定等を 改定する 必要あ り

• 改定に あ た り 職務評価を 活用し た 場合、昇給

制度を 新た に規定し た 場合は助成額を 加算

非 正 規 雇 用 労働者 の 賃 上げ活用のポ イン ト

キ ャリ アアッ プ助成金（ 賃 金 規 定 等 改 定コ ース ）

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を ３ ％以上増額改定し、その規定を 適用さ せた場合に助成し ま す。

パート タ イム労働者な ど 非正規雇用労働者の賃金引き 上げが対象です。

中小企業が賃金規定等を ５ ％増額改定し 、1 0 人の 有期雇用労働者の賃金引上げを 実施し た 場

合、6 5 万円が 支給さ れま す。
活用例

助成額
（１人当たり ）

非正規雇用労働者の
賃上げ率の 区分

４ 万円( 2 .6 万円)３ ％以上4 ％未満の 場合

5 万円( 3 .3 万円)4 ％以上5 ％未満の 場合

6 .5 万円( 4 .3 万円)5 ％以上6 ％未満の 場合

7 万円( 4 .6 万円)6 ％以上の 場合

• 労働時間削減等の 取組計画の 作成が 必要

• 中小企業や中小企業が 属する 団体が 利用可能

• 助成額は、成果目標の 達成、賃金の 引き 上げ

額、賃金を 引き 上げた 労働者数等に よ り 決定

• 交付決定を 受け た 後に設備投資等を 行う

労 働 時 間 削 減等 の 取組

（ 賃 上 げ ） ＋ 設 備投資 等
活用の ポ イン ト助成上限額

コ ース 区分 賃上げ
加算

基本
部分

６～
3 6 0 万円
（※２）

2 5 ～
5 5 0 万円

業種別課題対応コース（※１）

2 5 ～
2 0 0 万円

労働時間短縮・年休促進支援コース

5 0 ～
12 0 万円

勤務間インターバル導入コース

働き 方改革推進支援助成金

労働時間の 削減や年次有給休暇の 取得促進等に 取り 組む中小企業事業主に、外部専門家の コ ン

サルティ ン グ 、労働能率の増進に資する 設備・機器の 導入等を 実施し 、成果を 上げた 場合に助成し ま す。

建設業の事業場が設備投資等を 実施し て 、3 6 協定で設定する 時間外・休日労働時間数の上限を

引き 下げた 場合等に、設備投資等にかかった 費用に対し 最大2 5 ～5 5 0 万円が 助成さ れま す。
活用例

（※１）建設業の 場合
( ※２ ) 労働者数3 0 人以下の 場合は 倍 額を 加算
（※３ ）別途団体向け の コ ース あ り （ 助 成上限額1 ,0 0 0 万円）

( ※) 括弧内の 金額は 、大企 業の 場合の 助成額。１ 年度１事 業所 あ た り の 支 給申請 上限人数は1 0 0 人。

• 対象事業所を 、事業場内最低賃金額が 「改定後の 地域別最低賃金額未満ま で 」に 拡充

• 最低賃金改定日の 前日ま で に 賃金引き 上げ を 実施し て い れば、賃金引上げ計画の 提出は不要

令 和７ 年９ 月 か ら 制 度 を 拡 充！N E W S
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• 雇用管理制度又は従業員の作業負担を 軽減する

機器の導入計画の作成、実施後の離職率の低下

が必要

• 原則、中小企業、大企業ど ちら も 利用可能 ( ※)

• 助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じ て決定

• 対象労働者の賃上げ（５ ％以上）で、助成額を 加算

雇 用管 理 改善 の 取り 組 み
（ 賃 上 げ 加 算 ）活用のポ イン ト助成額（※１・２ ）区分

5 0 万円

（4 0 万円）

①賃金規定制度
②諸手当等制度
③人事評価制度

2 5 万円

（2 0 万円）
④職場活性化制度
⑤健康づく り 制度

導入経費の6 2 .5 ％
（5 0 ％）⑥作業負担を軽減する 機器等

人材確保等支援助成金 （ 雇 用 管 理 制 度 ・ 雇 用 環 境 整 備 助 成 コ ース ）

人材確保の た めに雇用管理改善に つな が る 制度等（賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、

職場活性化制度、健康づく り 制度）の 導入や雇用環境の 整備（従業員の 作業負担を 軽減する 機器等の

導入）によ り 、離職率低下を 実現し た 事業主に 対し て 助成し ま す。

複数の雇用管理制度や作業負担を 軽減する 機器等を 導入し 、賃上げ（５ ％以上）を 行った 場合、

最大2 8 7 .5 万円が支給さ れま す。
活用例

（ Ｒ ７ ． ９ ）

支援策の 詳細はH P を チェッ ク

厚生労働省HP

「賃上げ」支援助成金パッケージ

h ttp s ://w w w .m h lw .g o .j p /s t f /s e is a ku

n it s u ite /b u n ya /p a c ka g e _0 0 0 0 7 .h tm l

( ※) 賃金規定制度は中小企業のみ利用可能
( ※１ ) 括弧 内の 金額 は 、賃上げを 行っ た 場合 以外の 助 成額又は助 成率。

（※２ ）①～⑤を 複数導入 し た 場合の 上限 額は1 0 0 万円（ 8 0 万 円）。⑥ を 導入し た 場合の 上限額 は1 8 7 . 5 万 円（1 5 0 万円）。

• 職業訓練実施計画を 作成し、訓練開始前に労働
局への提出が必要。計画に沿って訓練を 実施し
た後、申請

• 1 0 時間以上のO FF-J Tによ る 訓練等が対象
• 中小企業、大企業ど ちら も 利用可能
• 助成額は、訓練内容、企業規模によ り 決定

職 業 訓練 ＋経費助 成等
（ 訓 練 終 了 後 の 賃 上 げ 等 加 算 ）

活用の ポ イン ト賃上げし た 場合の 助成率・額区分（※）

労働者1人１時間あたり

５０ ０ 円・10 0 0 円
①賃金助成額

訓練経費の4 5 ％～10 0 ％

※制度導入に係る 助成の場合は、
2 ４万円・3 6 万円

②経費助成率

1人１コースあたり

12 万円～２ ５ 万円
③ＯＪ Ｔ実施助成額

人材開発支援助成金

職務に 関連し た 専門的な 知識及び技能を 習得さ せる た めの 職業訓練等を 実施し た 場合等に訓練

経費や訓練期間中の 賃金の 一部等を 助成し ま す。

活用例

※訓練コース・メ ニューによ って上記区分①～③のいずれが支給さ れる か異なり ます（①～③全てが支給さ れる 場合も あれば②のみと なる 場合も あり ます。）。

中小企業事業主が、正規雇用労働者1人につき 、1 0 時間の訓練（※１）（訓練経費10 万円）を受講さ せ、
訓練終了後、訓練受講者の賃上げ（※２ ）を行った場合、7 万円が支給さ れます。

※１ 人材育成支援コース（人材育成訓練）の場合
※２ ５％以上の賃上げ又は資格等手当を就業規則等に規定し、訓練受講者に実際に資格等手当を支払い３％以上賃金を上昇さ せた場合

よ り 高い処遇への 労働移動等への 支援

特 定 求 職 者 雇 用 開 発 助 成 金 （ 成 長 分 野 等 人 材 確 保 ・ 育 成 コ ース ）

早 期 再 就 職 支 援 等 助 成 金 （ 雇 入 れ 支 援 コ ース 、中 途 採 用 拡 大 コ ース ）

• 雇入れ支援コ ース ：事業規模の 縮小等に伴い 離職を 余儀な く さ れる 労働者を 早期に無期雇用で 雇

入れ、雇入れ前と 比較し て ５ ％以上賃上げし た 場合に助成し ま す。

• 中途採用拡大コ ース ：中途採用者の雇用管理制度を 整備し た 上で、中途採用率を 一定以上拡大さ せ

た 場合及び中途採用率を 一定以上拡大さ せ、その う ち 4 5 歳以上の者で一定以上拡大さ せ、かつ当

該4 5 歳以上の者全員を 雇入れ前と 比較し て ５ ％以上賃上げし た 場合に助成し ま す。

産 業 雇 用 安 定 助 成 金 （ ス キ ル ア ッ プ 支 援 コ ース ）

• 在籍型出向に よ り 労働者 を ス キ ルアッ プ さ せ、復帰後の 賃金を 復帰前と 比較し ５ ％ 以上増加さ せた

場合に助成（上限額8 ,8 7 0 円／１人１日あ た り （１事業主あ た り 1 ,0 0 0 万円））し ま す。

• ハロ ーワ ーク 等を 通じ 、高年齢者や障害者、就職氷河期世代を 含む中高年層な ど （就職困難者等）を

継続し て 雇用する 事業主に助成（3 0 万円～2 4 0 万円）

• こ れら 就職困難者等を 就労経験の な い 職種で 雇い 入れ、①成長分野（デジ タ ル、グ リ ーン）の 業務に

従事する 労働者の 雇入れ、②人材育成（人材開発支援助成金の 活用）及び雇入れから 3 年以内に５ ％

賃上げのい ずれかを 実施し た 場合、1 .5 倍の 助成金を 支給
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愛知県警察本部交通規制課 
 
１ 駐車許可要件 

駐車許可は、下記のいずれにも該当する場合に限り許可されます。 
【根拠】道路交通法第 45 条第１項 

愛知県道路交通法施行細則第３条の５ 

(1) 許可を受けようとする駐車の時間 
ア 駐車に係る用務の目的を達成するため必要な時間を超えるものでない 
こと。 

イ 駐車の時間帯が、駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻 

 害するものでないこと。 
(2) 許可を受けようとする駐車の場所 

ア 道路標識により、駐車が禁止されている場所であること。 
  ※ 駐停車禁止場所、法定駐車禁止場所は許可の対象外となります。 
イ 駐車の場所が、駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害 

 するものでないこと。 
(3) 許可を受けようとする駐車の用務 

ア 公共交通機関等の交通手段によったのでは、その目的を達成すること  
が著しく困難であると認められる用務であること。 

イ 道路使用許可を伴う用務でないこと。 

   ※ 例えば、移動入浴車で車内からホースを直結させて屋内に給湯す
る方法による場合は、道路使用許可の対象になります。 

(4) 許可を受けようとする駐車の場所が、次に掲げる範囲内に駐車可能な路 
 上駐車場、路外駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分がいずれも 

存在せず、又はこれらの利用が困難であると認められること。 
ア 重量貨物又は長大な貨物の積卸し、医師等の往診若しくは手当、助産 

師、介護福祉士等の出張による業務の遂行又は身体の障害その他の理由に 

より移動が困難な者の輸送のため用務先の直近に駐車する必要がある車 
両にあっては、当該用務先の直近 

 イ その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね 100ｍ以内 
 

２ 申請に必要な書類等  
(1) 駐車許可申請書（令和７年７月 1 日から、新様式となりました。）２通 

 (2) 許可を受けようとする駐車に係る用務を疎明する書類      １通 
※ 訪問・集配計画書、契約書、事業者の指定通知書の写し等 

 (3) 許可を受けようとする駐車に係る車両の自動車検査証の写し等  １通 

※ 従業員等の車両を使用する場合 
    ○ 事業所が社用車として借り上げる契約書の写し 

    ○ 駐車許可証を事業者が保管管理する誓約書（原本に限ります。） 
 (4) 許可を受けようとする駐車の場所及びその周辺の見取図    ２通 

（建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該駐車の場所を明示したもの） 

介護保険関連車両の「警察署長の駐車許可」の取扱い 
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※ 訪問先の一覧表（住所、氏名を記載したものです。） 
※ 既存の地図等に駐車場所や訪問先の明示が可能となります。 

 

３ 申請先 
  駐車を必要とする場所を管轄する警察署交通課の窓口となります。 

  （申請から許可までは、通常３日必要となります。） 
 ※ 駐車場所が複数の警察署の管轄にわたるときは、そのうちいずれか一つ 

の警察署交通課の窓口で申請可能となります。 
(申請から許可までは、１週間程度必要となります。） 

  

４ 注意事項 
(1) 許可を受けた場所で駐車している間は、車両の前面の見やすい箇所に駐車

許可証及び許可を受けた場所を明示した地図等を掲出してください。 
(2) 駐車許可証は、事業者が保管管理し、紛失や不正防止に努めてください。 

(3) 許可後に訪問先を追加したい場合は、追加したい訪問先と許可を受けたい
場所を明示した見取図等を、既存の駐車許可証の原本や写しと一緒に駐車許

可証を交付した警察署に提出して審査を受けてください。 
※ 新規の申請と同様に審査を要するため、交付まで通常３日必要となります。 
(4) 事業所の車両が５台以上となった場合（借上車両を含む。）は、事業所を

管轄する警察署交通課に安全運転管理者の選任届を提出してください。 
(5) 令和７年４月１日から、警察署窓口の受付時間が、 

９時００分から１６時００分まで 
となっていますので受付時間内に申請をしてください。 

 

５ 問い合わせ先 
  申請先の警察署交通課又は愛知県警察本部交通規制課にお尋ねください。 
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備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
   ２ 申請者は太枠内を記入すること。 

駐車許可申請書 
●年   ●月   ●日 

  愛知県 ● 警察署長 殿 
 

     住所（所在地） 
  

        申請者 氏名（名称） 
 

電話 

    

番 号 標 に 表 示 
さ れ て い る 番 号 

名古屋〇〇〇か・〇〇〇(自動車検査証等に記載のとおり) 

許 可 を 受 け よ う と 

す る 日 時 期 間 

〇７年７月１日９時から〇10 年６月 30 日 21 時まで ※24時間制 

最長３年間となります。※ 申請に係る具体的な用務の日時となります。 

※ 事業所の業務時間等となります。 

許 可 を 受 け よ う と 
す る 場 所 

「別紙訪問先付近道路」、「別紙配達先付近道路」又は「別紙見取図のとおり」 

※ 別紙で住所番地等を一覧で記載してください。 

※ 既存の地図に訪問先や駐車場所を合わせて記載することができます。 

許 可 を 受 け よ う と 
す る 理 由 

訪問介護のため、商品配送のため  

※ 許可を受けようとする理由や業務等を記載してください。 

※ 複数の理由で申請したい場合は、複数の理由を記載して下さい。 

 

第    号 
 

駐 車 許 可 証 
 

条 件  

上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。 
 

 
 

 
 

 
年    月    日     

 
           警 察 署 長   印   

 

○市○区○町○丁目○番地 

〇〇介護事業所 ※法人、病院等 

代表者 〇〇 〇〇 

申請書を提出する日 

必ず連絡が取れる電話番号 
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駐車場、 車庫など

出入口

３ ｍ以内 5ｍ以内

枠内駐車 枠外駐車
長時間 … 12 時間以上（ 夜間８ 時間以上）

12 時間以上

8 時間以上 夜
昼

駐停車禁止標識 駐停車禁止標示

歩道

黄
色
の
実
線

5ｍ以内

消防用機械器具の置場など 消火栓など

出入口

5ｍ以内

1ｍ以内

火災報知機

3.5m 未満 75ｃ ｍ超

75ｃ ｍ 75ｃ ｍ未満

75ｃ ｍ

以下

75ｃ ｍ超 75ｃ ｍ未満

駐停車禁止

路側帯

歩行者用

路側帯

歩道上駐車

右側駐車
斜め駐車

5ｍ以内5ｍ以内 10ｍ以内 10ｍ以内

5ｍ以内
5ｍ以内

5ｍ以内
5ｍ以内

5ｍ以内

5ｍ以内
5ｍ以内

5ｍ以内

左側部分 停留所の
標示板

10ｍ以内10ｍ以内

駐 車 許 可 証 や 駐 車 除 外 標 章 を 掲 出 し  て い て も 、 以 下 の よ う  な 場 所 又 は 方 法 で は 駐 車 で き ま せ ん の で 、 注 意 し  て く  だ さ  い 。

安全地帯
10ｍ以内

警察庁・ 都道府県 警察

駐車許可証等を 掲出し て も 駐車する こ と がで き な い場所等

●停車及び駐車を禁止する場所（ 道路交通法第 44 条関係）

●駐車を 禁止する場所（ 道路交通法第 45 条関係） ●停車又は駐車の方法（ 道路交通法第 47 条関係）

駐停車禁止の標識や

標示のある場所

交差点と その端から

５ メ ート ル以内の場所

横断歩道、 自転車横断帯と その端から

前後に５ メ ート ル以内の場所

※こ れら の場所のほか、 パーキングエリ ア等を除いて高速自動車国道及び自動車専用道路も 駐停車禁止です（ 道路交通法第 75 条の８ ）。

踏切と その端から

前後 10 メ ート ル以内の場所

勾配の急な坂坂の頂上付近ト ンネル

長時間駐車の禁止
※政令で定める場合を除く

保管場所と し ての道路使用の禁止

道路の曲がり 角から ５ メ ート ル以内の場所軌道敷内

駐車場、 車庫などの自動車用の

出入口から３ メ ート ル以内の場所

道路工事の区域の端から

５ メ ート ル以内の場所

消防用機械器具の置場、 消防用防火水槽、

これらの道路に接する出入口から

５ メ ート ル以内の場所

消火栓、 指定消防水利の標識が

設けられている位置や消防用防火水槽の

取り 入れ口から５ メ ート ル以内の場所

火災報知機から

１ メ ート ル以内の場所

駐車し た場合、 車の右側の道路上に

3.5 メ ート ル以上の余地がなく なる場所

歩道や路側帯のない道路では、 道路の左端に沿い、 歩道や路側帯のある一般道路

では、 車道の左端に沿って駐車するこ と （ 歩道上駐車、 右側駐車、 斜め駐車は違反）

●時間制限駐車区間における 駐車の方法
　 　（ 道路交通法第 49 条の３ 関係）

幅 75 センチを超える路側帯に

駐車すると きは、 車両の左側に

75 センチの余地をあけること

路側帯に車両の全部が入っても、

まだその左側に 75 センチを超える

余地がある場合は路側帯に沿う こ と

幅 75 センチ以下の路側帯、 駐停車禁止路側帯（ 実線と 破線）、

歩行者用路側帯（ 実線２ 本） には駐車し ないこ と

安全地帯の左側と

その前後 10 メ ート ル以内の場所
バス、路面電車の停留所の標示板

から 10 メ ート ル以内の場所

●自動車の保管場所について
　 　（ 保管場所法第 11 条関係）

※道路標識等により 駐車するこ と ができるこ と と さ れている場合を除く

※道路標識等により 駐車をするこ と ができるこ と と さ れている場合を除く ※道路標識等により 駐車をするこ と ができるこ と と さ れている場合を除く

　 ※運行時間中に限る
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生活保護法による介護扶助について ～生活保護法指定介護機関のしおり～ 

 

１ はじめに  

  平素より生活保護行政の推進にご協力いただき厚く御礼申し上げます。 

介護事業者の皆さまに制度の趣旨や介護扶助に関する事務取扱等に対する理解を深めていただき、生活保護法

による介護給付の更なる適正実施を図るため、簡単ですが制度の概要をまとめましたので、今後の業務の参考にし

ていただきますようお願いいたします。 

なお、この文書は「生活保護法による介護扶助の運営要領について」第８に基づいて配布するものです。 

 

２ 介護扶助とは  

介護扶助は、原則として被保護者からの申請により開始します。介護サービスが必要と認められた場合には、生 
活保護法の指定を受けた介護機関から介護サービスの提供を受けることになりますが、介護サービスの給付方法

については原則として現物給付により行います。（生活保護法 54 条の２、第 34 条の２）具体的には指定介護機関

は生活保護受給者から利用者自己負担を徴収する代わりに、福祉事務所の交付する介護券に記載されている情報

をもとに国民健康保険団体連合会に対し介護扶助費の請求を行うこととなります。 
 被保護者に収入等がある場合、利用者自己負担分の一部または全部が被保護者本人の負担となる場合があります。 

※介護券の本人支払額欄に介護券発行時点での決定額が記載されていますので、毎月ご確認お願い致します。 

 
３ 介護扶助と介護保険の適用関係について  

要件 

要介護又は要支援状態にある者及び第１号被保険者で基本チェックリストによる事業対象者 
40 才以上 65 才未満 

65 才以上 医療保険未加入者で 
特定疾病該当者 

医療保険加入者で 
特定疾病該当者 

被保険者以外の者 介護保険の第２号被保険者 介護保険の第１号被保険者 

ケアプラン 
生活保護法の指定介護機関に 

作成を委託 
介護保険法に基づき作成 

区分支給限度基準額以内のケアプランに限る（超過分は全額自己負担となるため） 

費用負担割合 介護扶助 10 割 介護保険給付９割・介護扶助１割 

障がい者施策 
関係 

障がい者施策が介護扶助に優先 

(障がい者手帳所持者） 
介護保険・介護扶助優先。ただし、一部サービスでは 
自立支援医療（更生医療）が介護扶助に優先する。 

※介護扶助には介護保険の取扱いと異なるものがあります。 
 
４ 生活保護法指定介護機関の義務について （生活保護法第 54 条の２第４項において準用する） 

（１） 指定介護機関は、指定介護機関介護担当規程に従い、懇切丁寧に被保護者の介護を担当しなければなりません。（生活保護法第 50 条第

１項） 

（２） 指定介護機関は、被保護者の介護について、岡崎市長（都道府県の長、政令指定都市及び中核市においてはそれぞれの長。以下同じ。）

の行う指導に従わなければなりません。（生活保護法第 50 条第２項） 

（３） 指定介護機関が、第 50 条の規定に違反したときは、生活保護法の指定を取り消すことがあります。（生活保護法第 51 条第２項） 

（４） 岡崎市長は、介護サービスの内容及び介護報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、指定介護機関の開設者に対して、必要と

認める事項の報告を命じ、または実地に、その設備若しくは帳簿書類を検査することができます。（生活保護法第 54 条） 

岡崎市役所福祉部生活福祉課 

照会先：岡崎市役所福祉部生活福祉課保護総務係 電話（直通）0564-23-6158 令和７年９月発行 
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※情報は、いつも最新のものにしておいてください。　
※★の項目に更新があった場合は、再度署名をお願いします。

（上記２点ともない場合、服薬中の薬名を記入）

  

■今までに治療したことがある病気ついて

署名年月日 　　　　年　　　　月　　　　日 施設確認欄 □確認済み

心不全 不整脈 脳梗塞 脳出血
腎疾患 肝疾患 糖尿病 その他（詳細下記へ記載）

■その他（上記に該当がない病気の詳細や救急隊へ知らせたいことなど）

　以上、わたしの医療情報に間違いありません。救急隊が、処置や搬送へ活用することに同意します。

署  名  欄

呼吸器系疾患 慢性閉塞性肺疾患 狭心症 心筋梗塞

（ 本人  ・　　　　　　代筆）

治療

① 　　　病院　・　　ＩＤ　　　　 治療中 ・ 経過観察中

② 　　　病院　・　　ＩＤ　　　　 治療中 ・ 経過観察中

★心肺蘇生等を希望しない意思の提示について　※①が”あり”の場合のみ、②・③以降を記入してください。
①意思の提示 ②書面の作成 ③心肺蘇生等を希望しない意思の確認かかりつけ医

あり　・　なし あり　・　なし

病院名：　　　　　　　　　　　　　　医師名：

病院☎：　（　　　　　）　　　　　-

カルテ記載：　　あり　　・　　なし

★現在、治療中の主な病気とかかりつけ医療機関について
病　　　　名 医療機関　・　診察券番号

■服薬中のくすりについて　　お薬手帳：　あり　・　なし　　　　資料：　あり　・　なし

氏名 男・女
平成 令和

住所
緊急
連絡先

☎
　　　　　－　　 －　　　　（関係：　　　）

ＡＤＬ

意思疎通（ 可能  ・  一部可能  ・  不可能  ）
生活介助（ 移動  ・  トイレ  ・  食事  ・  着替え  ・  風呂  ）
要支援（１・２）
要介護（１・２・３・４・５）

移
動

自立 ・ 杖 ・ 車椅子 ・ 寝たきり

■アレルギーの有無　　　あり　・　なし　　　 (薬：　　　　　　　　　　　　　　　　食事：                                 )

更新② 　　　　 　年　　月　　日
フリガナ 性別 生

年
月
日

大正 昭和
年　　　月　　　日 歳

１１９医療情報伝達カード
施設名　（　　　　　　　　　　　　　　     　　　　 　　　）

作成年月日 　　　　 　年　　月　　日
更新① 　　　　 　年　　月　　日
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ご不明な点がございまし たら  
お気軽にお問合わせく ださ い。  
岡崎市消防本部 ☎(0564)21-5151  

 

高齢者施設の職員の方へ 
 ～救急隊から 3 つのお願い～          
   

 
 

 
  

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

119 番通報をした際、玄関扉に鍵がかかっている 

場合は、鍵を開けておいてください。 
 

➀玄関扉の解錠 
 

救急車を待っている間、追加情報の確認のため 119 番 

通報した電話番号宛てに救急隊からコールバック(折り 

返しの電話)がかかってくる場合があります。 

スムーズな救急搬送に繋げるため、ご協力をよろしくお願いします。 

( 追加情報の例：現在の状態確認、既往歴やかかりつけの病院、家族への連絡状況など ) 

➁コールバックへのご協力 
 

救急隊への情報提供を円滑に行うために、「119 医療情報伝達カード」を 

事前(入所時等)に記載していただき、 

救急隊到着時に提出をお願いします。 

 

➂「119 医療情報伝達カード」の記載について 

詳しい情報はこちらからご確認ください 

岡崎市  119 医療情報伝達カード 
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※情報は、いつも最新のものにしておいてください。　
※★の項目に更新があった場合は、再度署名をお願いします。

（上記２点ともない場合、服薬中の薬名を記入）

  

■今までに治療したことがある病気ついて

署名年月日 　　　　年　　　　月　　　　日

心不全 不整脈 脳梗塞 脳出血
腎疾患 肝疾患 糖尿病 その他（詳細下記へ記載）

■その他（上記に該当がない病気の詳細や救急隊へ知らせたいことなど）

　以上、わたしの医療情報に間違いありません。救急隊が、処置や搬送へ活用することに同意します。

署  名  欄

呼吸器系疾患 慢性閉塞性肺疾患 狭心症 心筋梗塞

（ 本人  ・　　　　　　代筆）

治療

① 　　　病院　・　　ＩＤ　　　　 治療中 ・ 経過観察中

② 　　　病院　・　　ＩＤ　　　　 治療中 ・ 経過観察中

★心肺蘇生等を希望しない意思の提示について　※①が”あり”の場合のみ、②・③以降を記入してください。
①意思の提示 ②書面の作成 ③心肺蘇生等を希望しない意思の確認かかりつけ医

あり　・　なし あり　・　なし

病院名：　　　　　　　　　　　　　　医師名：

病院☎：　（　　　　　）　　　　　-

カルテ記載：　　あり　　・　　なし

★現在、治療中の主な病気とかかりつけ医療機関について
病　　　　名 医療機関　・　診察券番号

■服薬中のくすりについて　　お薬手帳：　あり　・　なし　　　　資料：　あり　・　なし

氏名 男・女
平成 令和

住所
緊急
連絡先

☎
　　　　　－　　 －　　　　（関係：　　　）

ＡＤＬ

意思疎通（ 可能  ・  一部可能  ・  不可能  ）
生活介助（ 移動  ・  トイレ  ・  食事  ・  着替え  ・  風呂  ）
要支援（１・２）
要介護（１・２・３・４・５）

移
動

自立 ・ 杖 ・ 車椅子 ・ 寝たきり

■アレルギーの有無　　　あり　・　なし　　　 (薬：　　　　　　　　　　　　　　　　食事：                                 )

更新② 　　　　 　年　　月　　日
フリガナ 性別 生

年
月
日

大正 昭和
年　　　月　　　日 歳

１１９医療情報伝達カード
作成年月日 　　　　 　年　　月　　日

更新① 　　　　 　年　　月　　日
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ご不明な点がございまし たら  
お気軽にお問合わせく ださ い。  
岡崎市消防本部 ☎(0564 )21-5151  

 

救急車を待っている間に、保険証・お薬手帳・診察券 

など、持ち物の準備をお願いします。 

また、現場に向かう救急隊から情報確認のために電話 

がかかってくる場合がありますので、ご協力をお願いします。 

救急車を要請さ れた方へ 
 ～救急隊から 3 つのお願い～          
   

 
 

 
  

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

119 番通報をした際、玄関扉に鍵がかかっている 

場合は、鍵を開けておいてください。 
 

➀玄関扉の解錠 
 

➁持ち物の準備 
 

救急隊への情報提供を円滑に行うために、「119 医療情報伝達カード」を 

事前に記載していただき、救急隊到着 

時に提出をお願いします。 

 

➂「119 医療情報伝達カード」の記載について 

詳しい情報はこちらからご確認ください 

岡崎市  119 医療情報伝達カード 
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社会福祉施設等における
感染症対策マニュアル

岡崎市保健所生活衛生課
感染症対策係
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マニュアル策定の目的
• 高齢者・幼児・障がい者等が集団で生活する施
設では、感染症が広がりやすい状況にある。

• 職員ひとりひとりがそのことを認識し、感染症
の被害を最小限にとどめる必要がある。

• 社会福祉施設等においては、平常時は感染症を
予防する体制づくりが、感染症発生時には迅速
かつ適切な対応が求められる。

• 本マニュアルは基本的な対応等について記載し
ている。各施設の具体的な対策を考える際の一
助としていただきたい。
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注意すべき主な感染症①
利用者及び職員に感染する感染症
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症
感染性胃腸炎（ノロウイルス、ロタウイルスなど）
腸管出血性大腸菌
結核 など

健康な人に感染することは少ないが、抵抗力の低
下した人に感染しやすい感染症（高齢者等）
ＭＲＳＡ（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）などの薬剤耐性菌
ノルウェー疥癬（角化型疥癬） など

65歳以上は結核定期健診の対象︕
年１回胸部レントゲン検査を︕
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注意すべき主な感染症②
健康な人に感染することは少ないが、抵抗力の
弱い人に感染しやすい感染症（乳幼児等）
麻しん（はしか）
風しん（三日ばしか）
水痘（みずぼうそう）
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） など

血液、体液を介して感染する感染症
（基本的には集団感染を起こす可能性は少ない）

ウイルス性肝炎（Ｂ型・Ｃ型）
ＨＩＶ感染症 など

風しんは40〜50代の男性で抗体価が
低い傾向にあり注意が必要

麻しんは免疫がない人が感染するとほぼ100％発症
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感染対策の基本
感染源の排除
○嘔吐物・便、血液、使用器具などの取扱いに注意
○症状がなくても病原体を排出することもある

（不顕性感染、無症状病原体保有者）

感染経路の遮断
○手洗いの徹底、消毒
○手袋、マスク、エプロン、ガウン等の着用

感染を受けやすい人の抵抗力の向上
○ワクチン接種
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平常時の対策
施設内の衛生管理
○手洗い場、汚物処理等しやすい環境を整備
○清掃、消毒

日常の衛生管理
○手洗いの徹底

標準予防策
ケアや処置等の際、感染の有無にかかわらず適用する
○体液・汚物等処理時の手袋・マスク・ガウン等着用
○１ケア１手洗い
○いざという時のための処理用キットを準備
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感染症発生時の対応
発生状況の把握
○個々の発症者の状況、施設全体の状況

感染拡大防止
○職員への周知、感染拡大防止策の実施

利用者・家族への情報提供
○不安の解消、家族への感染防止

医療処置
○重症化の防止、協力医療機関への患者移送

行政への報告
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感染症発生時の
行政への報告について

（新型コロナウイルス感染症を含む）
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報告の根拠

「社会福祉施設等における感染症等発生時に
係る報告について」

平成17年2月22日付け厚生労働省健康局長、医薬食品局長、
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知

１ 食中毒・感染症を疑う場合の施設長への報告体制の整備
２ 施設内医師・看護師の速やかな対応、医療機関との連携
３ 有症者の状況・措置等の記録
４ 市町村及び保健所への報告
５ 原因究明のため、検体の確保
６ 保健所の調査・指導・国への報告
７ 市町村と保健所の情報交換
８ 職員の日常の衛生管理、衛生教育、

年１回以上の研修
９ 感染症法、食品衛生法に基づく医師の届出

・感染症法第12条に基づく
一類〜五類感染症等の届出
例︓腸管出血性大腸菌感染症、

麻しん、風しんなど
・食品衛生法第63条に基づく

食中毒（疑い）の届出
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報告の条件

同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらに
よると疑われる死亡者又は重篤患者が１週間内に
２名以上発生した場合

以下のいずれかに該当する場合は、報告が必要
（いずれの場合も、利用者・職員両者を含む。）

同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが
疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発
生した場合

上記の２つに該当しない場合であっても、通常の
発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に
施設長が報告を必要と認めた場合
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行政（保健所）への報告手順

• 施設の対応状況を保健所が確認
• 必要に応じ、感染症まん延防止の助言
• 状況により保健所が立入り調査を実施
• 検便など検体の提出

まずは、すみやかに電話で一報
○感染症等が疑われる者等の人数、症状、対応状況など

報告様式に記入の上、FAXまたはEメールで報告
○報告様式︓感染症集団発生報告書・発生状況調査票
○様式は市ホームページからダウンロード可（Excel）
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問合せ先・報告先
岡崎市保健所 生活衛生課 感染症対策係

所在地︓岡崎げんき館２階（若宮町２－１－１）
電話︓０５６４－２３－５０８２（直通）
Fax︓０５６４－７３－６６００
Eメール︓hokeneisei@city.okazaki.lg.jp

マニュアル・報告様式
社会福祉施設等における感染症対策マニュアル

感染症集団発生報告書・発生状況調査票
岡崎市ホームページからダウンロードしてください。

https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1107/1146/p018867.html

-221-

https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1107/1146/p018867.html

